
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリ
ング・オフ）の適用はありません。

～お申込をされる前に～

目論見書補完書面（投資信託）

この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定により、目論見書と一体としてお渡しするものです。
この書面は、株式会社新生銀行が作成したものであり、目論見書の一部を構成するものではありません。

この目論見書補完書面、および目論見書の内容をよくお読みください。

当ファンドにかかる金融商品取引契約の概要
当行は、当ファンドの販売会社として、募集の取扱いおよび販売等に関する事務を行います。

当行が行う登録金融機関業務の内容および方法の概要
当行が行う金融商品取引業務は、金融商品取引法第３３条の２の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行に

おいてファンドのお取引や保護預りを行われる場合は、以下によります。

・お取引にあたっては、投資信託総合取引口座をあらかじめ開設されることが必要となります。

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる設定代金または設定代金

概算額の全部（前受金）を預金決済口座から引き落としてお預りしたうえで、ご注文をお受けいたします。

・設定代金概算額と設定代金の確定額の差額は、設定日に精算していただきます。

・ご注文いただいたお取引が成立した場合（法令に定める場合を除きます。）には、取引報告書をお客さまのお届

出住所宛に送付します。

当行は上記の他に金融商品取引業として、以下の業務を行っています。

①法令により登録金融機関が取り扱うことを認められた有価証券等の募集、売り出し、私募の取り扱い等の業務

②証券仲介業務

③デリバティブ業務

④保護預り業務

⑤社債等の振替業務

当ファンドの販売会社の概要
商号等 株式会社新生銀行 登録金融機関　関東財務局長（登金）第１０号

本店所在地 〒100-8501 東京都千代田区内幸町２－１－８

加入協会 日本証券業協会

資本金 451,296,960,600円（2007年８月１日現在）

主な事業 銀行業

設立年月 1952年12月1日

連絡先 0120-456-860またはお取引のある本支店にご連絡ください。

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧
次ページ以降をご確認ください。
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（※）約定金額とは、お申込金額からお申込手数料およびお申込手数料に対する消費税等の相当

額を控除した金額（「約定日の基準価額×約定した口数」）をいいます。お申込手数料は、下記の手

数料率を約定金額に乗じた金額とします。また、消費税等の相当額とは消費税および地方消費税

相当額の合計金額を示し、各お申込手数料に対して5%がかかります。（「お申込金額＝約定金額＋

お申込手数料＋お申込手数料に対する消費税等の相当額」）

お取扱窓口 店頭／ 電話（新生パワーコール）／ インターネット（新生パワーダイレクト）

〔 電話（新生パワーコール）、 インターネット（新生パワーダイレクト）は、パワーフレックス口座を
お持ちの個人のお客さまのみのお取り扱いになります。〕

当行取扱いの公募追加型投資信託のお申込手数料一覧

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

大同のＭＭＦ
（マネー・マネージ
メント・ファンド）

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

累積投資
専用 なし １円以上

１円単位

２２５インデックス
ファンド

Ｔ＆Ｄアセット
マネジメント

自動継続
投資コース

5億円未満 1.05%（税抜 1.0%）

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）
１万円以上
１円単位

インデックス
ファンド２２５

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワ・
バリュー株・
オープン
（愛称：底力）

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5億円未満

5億円以上
1.05%（税抜1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本成長株・
ファンド

フィデリティ
投信

累積
投資コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
日本配当
成長株・ファンド
（分配重視型）

フィデリティ
投信

累積
投資コース 一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

お取り扱い
窓口
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ウォーバーグ・
ピンカス・
ジャパン・
グロース・
ファンド

クレディ・
スイス投信

自動
けいぞく
投資専用

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）5億円未満

5億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口

ガリレオ
ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

1億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）10億円未満

10億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

世界のサイフ 日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 2.10%（税抜 2.0%） １万円以上
１円単位

ニッセイ／
パトナム・
インカムオープン

ニッセイ
アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%） １万円以上
１円単位

グローバル・
ソブリン・
オープン　
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

分配金
複利
けいぞく
投資コース

1億口未満 1.575%（税抜 1.5%）

1億口以上
1.05%（税抜 1.0%）3億口未満

3億口以上 0.525%（税抜 0.5%）

お申込手数料の段階区分が「口数」
であるため、当ファンドについては「約
定した口数」に応じた手数料率を記
載しています。

１万円以上
１円単位

LM・
オーストラリア
毎月分配型
ファンド

レッグ・
メイソン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

1,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

アメリカン・
ドリーム・ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位
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エマージング・
ソブリン・オープン
（毎月決算型）

国際投信
投資顧問

自動
けいぞく
投資コース

5億円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5億円以上 1.05%（税抜 1.0%）
１万円以上
１円単位



世界の財産
３分法ファンド
（不動産・債券・
株式）
毎月分配型

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

グローバル・
ハイインカム・
ストック・ファンド

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
７０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
バランス・
ファンド

フィデリティ
投信

累積投資
コース

1,000万円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1,000万円以上
2.1%（税抜 2.0%）5,000万円未満

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
３０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ドイチェ・ライフ・
プラン
５０

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位
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JPMワールド・
ＣＢ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

高利回り社債
オープン・
為替ヘッジ

野村アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

エマージング・
カレンシー・
債券ファンド
（毎月分配型）

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上 1.575%（税抜 1.5%）

１万円以上
１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



JPM・BRICS５・
ファンド（愛称：
ブリックス・ファイブ）

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

世界好配当
インフラ株
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

ＪＦアジア株・
アクティブ・
オープン

JPモルガン・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣインド
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・UTI
インドファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

HSBCブラジル
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

SGロシア
東欧株ファンド

ソシエテ
ジェネラル
アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

新生・フラトン
VPIC
ファンド

新生インベスト
メント・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

1億円未満 3.15%（税抜 3.0%）

1億円以上
1.05%（税抜 1.0%）3億円未満

3億円以上 0.525%（税抜 0.5%）

１万円以上
１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＡ
（為替ヘッジあり）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

フィデリティ・
ＵＳリート・
ファンドＢ
（為替ヘッジなし）

フィデリティ
投信

累積投資
コース 一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ラサール・
グローバルREIT
ファンド
（毎月分配型）

日興アセット
マネジメント

分配金
再投資
コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位

ＨＳＢＣチャイナ
オープン

ＨＳＢＣ投信
自動
けいぞく
投資コース

一律 3.15%（税抜 3.0%）１万円以上１円単位
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ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



ＭＳＣＩインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・
ポートフォリオ

モルガン・
スタンレー・
アセット・
マネジメント
投信

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ダイワＪ－ＲＥＩＴ
オープン

大和証券
投資信託
委託

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

日本トレンド・セレクト
リバース・トレンド・
オープン

日本トレンド・セレクト
日本トレンド・
マネーポートフォリオ

日本トレンド・セレクト
ハイパー・ウェイブ

日興アセット
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

一律 1.05%（税抜 1.0%）

一律 1.05%（税抜 1.0%）

日本トレンド・セレクトの他のポートフォリオから
のスイッチングでのみご購入いただけます

日本トレンド・セレクトは手数料無しで3つのポートフォリオ間のスイッチングができます（信託
財産留保額はかかる場合があります。詳しくは目論見書でご確認ください）。スイッチングに
よる購入申込単位は、１円以上１円単位です。

１万円以上
１円単位

日本債券ベア
Ｔ＆Ｄ
アセット
マネジメント

自動継続
投資コース 一律 1.05%（税抜 1.0%）10万円以上１円単位
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インベスコ
店頭・成長株
オープン

インベスコ
投信投資
顧問

自動
けいぞく
投資コース

一律 2.1%（税抜 2.0%）１万円以上１円単位

ドイチェ・ヨーロッパ
インカムオープン

ドイチェ・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資コース

一律 1.575%（税抜 1.5%）１万円以上１円単位

ゴールドマン・サックス
日本株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳジャパン・
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

ゴールドマン・サックス
米国株式マーケット・
ニュートラル・ファンド
（愛称：ＧＳＵＳ
ニュートラル）

ゴールドマン・
サックス・
アセット・
マネジメント

自動
けいぞく
投資専用

5,000万円未満 2.1%（税抜 2.0%）

5,000万円以上
1.575%（税抜 1.5%）1億円未満

1億円以上 1.05%（税抜 1.0%）

１万円以上
１円単位

MHAM物価
連動国債ファンド
（愛称：未来予想）

みずほ
投信投資
顧問

分配金
再投資
コース

一律 1.05%（税抜 1.0%）１万円以上１円単位

ファンド名 運用会社 お取り扱い
コース

約定金額（※）に対するお申込手数料率 お申込
単位

お取り扱い
窓口



＜償還乗換優遇制度について＞

償還乗換優遇制度とは、投資信託の償還金をもって、その支払を受けた販売会社で一定期間内

に新たに別の投資信託をご購入いただく場合に、お申込手数料が無料となるなどの優遇制度で

す。当行では、お客さまが、下記の優遇対象となる償還（予定）ファンドの償還金をもって、本お申込

手数料一覧記載のいずれかの投資信託（「大同のＭＭＦ」は除く。）をお申し込みされる場合に、

手数料を無料とさせていただきます（ただし、インターネット〈新生パワーダイレクト〉での手数料無料

のお取扱いはありません）。なお、償還乗換の際に償還金の支払を受けたことを証する書類を

呈示していただくことがあります。

優遇対象となる償還（予定）ファンド 償還（予定）日 優遇期限

― ― ―

優遇対象とならない償還（予定）ファンド 償還（予定）日

― ―
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                       投資信託説明書         

                                     [ 交付目論見書 ] 

                                            2007.09 

 

 

 

新生・ＵＴＩインドファンド 
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
本書は証券取引法第 13 条の規定に基づき、投資家に交付される目論見書です。 

 



1.この投資信託説明書（目論見書）により行なう「新生・ＵＴＩインドファンド」の募集について

は、委託会社は、証券取引法（昭和 23 年法第 25 号）第５条の規定により有価証券届出

書を平成 18 年 11 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 18 年 12 月 2 日にその

効力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書

を平成 18 年 12 月 20 日、平成 19 年１月 10 日、平成 19 年１月 31 日、平成 19 年２月９

日、平成 19 年３月８日、平成 19 年３月 26 日および平成 19 年５月 31 日に関東財務局長

に提出しております。  

2.当該有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載した投資信託説明書

（請求目論見書）については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交

付いたします。当該請求を行なわれた場合には、投資家自らが当該請求を行なった旨を

記録しておくようにしてください。なお、当投資信託説明書（交付目論見書）は、投資信託

説明書（請求目論見書）を添付しております。  

 

「新生・ＵＴＩインドファンド」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象

とする投資信託証券は、主にインドの株式を投資対象としていますが、その他

の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組み入れた株

式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額

が下落し、損失を被ることがあります。 

＃.ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。 

＃.元本が保証されているものではありません。                           

＃.一定の収益や投資利回り等成果が約束されているものではありません。 

 

投資信託をご購入の際の注意事項 
 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の

支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が

負うことになります。 

 
 



 

下記の事項は、この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）をお申込される 

ご投資家の皆様にあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせ 

するものです。お申込の際には、下記の事項および投資信託説明書 （交付 

目論見書）の内容をよくお読みください。 

記 

◎当ファンドに係るリスクについて 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通して、インドの株式に投資

を行ないます。株式等の有価証券市場は、政治・経済情勢、発行企業の業績、

市場の需給関係等を反映して変動し、基準価額が下落し、損失を被ることがあ

ります。インドなどのエマージング諸国への投資は、先進国と比較して、相対的

に高いリスクがあります。また、実質的に外貨建資産に投資をしておりますの

で、為替変動により、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の

投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、

投資元本を割り込むことがあります。 

当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「カントリーリスク」「組入有価

証券の価格変動・信用・流動リスク」や「為替リスク」等があります。 

 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 

 

◎当ファンドに係る手数料等について 

【 お客様には以下の費用をご負担いただきます。】 

●申込時に直接ご負担いただく費用 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限 3.675％（税抜 3.5％） 

●解約時に直接ご負担いただく費用   

信託財産留保金 換金申込日の翌営業日の基準価額に対して 0.3％ 

●投資信託の保有期間中に御負担いただく費用 

・信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年 1.197％（税抜 1.14％） 

【 実質的な信託報酬* 信託財産の純資産総額に対して年 1.197％ 

（税抜 1.14％）＋0.70% (概算) 】 

●その他費用 

受託会社・管理会社報酬額、管理事務代行報酬、保管報酬、副保管報酬 

および登録・名義書換代理人報酬等、監査報酬、弁護士報酬等、有価証券 

売買時の取引費用等 

（その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、

上限等を示すことはできません。）  

*当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける 

所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出して 

おります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧下さい。 



「金融商品取引法等の施行について」 

 

証券取引法等の一部を改正する法律が平成 18 年 6 月 14 日に公布さ

れておりますが、その主たる部分は当該公布の日から1 年6 月を超えない

範囲内において政令で指定する日から施行され、証券取引法は題名を

金融商品取引法と改められ、規定の変更も行われます。 

 

金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される投資信託

及び投資法人に関する法律等の施行により、信託約款の規定等の変更

を行っていきますが、この変更により商品性の同一性が失われるものでは

なく、また、記載内容に実質的な変更が生じるものではありません。 

なお、金融商品取引法の施行ならびに同法に関連して改正される法令

諸規則の施行後であっても、証券取引法等に関連する規定に関する記

載は、特段の記載がない場合は金融商品取引法等の施行前の旧法令諸

規則の規定に関する記載としてお読みください。 

 

 

〔参 考〕予定されている約款変更の内容 

 

信託約款の変更により、修正される主な用語等は以下の通りです。 

施行前 施行後 

証券取引法 金融商品取引法 

証券取引所 金融商品取引所 

委託者の認可 委託者の登録 

投資信託及び投資法人に関する法

律第 2 条第 13 項 

投資信託及び投資法人に関する法

律第 2 条第 8 項 
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目論見書の概要       

新生・ＵＴＩインドファンド 
当概要は、後ページに掲載の「交付目論見書」記載内容を要約したものです。 

お申込みの際には、掲載の「交付目論見書」記載内容を良くお読みいただき、当ファンドの内容・

手数料等・リスクを十分にご理解いただいた上で、お申込みください。 

ファンドの目的及び基本的性格について 

商品分類 追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/ 自動けいぞく投資可能 

ファンドの  

目的 

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基

本とします。 

主な投資  

対象 

投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人

または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象と

します。 

モーリシャス籍の円建て外国投資法人 

「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class A 投資証券 

証券投資信託            

「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券 

主な投資  

制限 

① 投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める 

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるもの

とし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以

下同じ。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相

互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規

定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有

価証券への直接投資は行ないません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約に 

おいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資

信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄の時価総

額の制限を受けません。 

③ 株式への直接投資は行ないません。 

④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等に

より特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。 

信託期間 原則として、無期限とします。 

  ただし、投資信託約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了

させることがあります。 

決算日 原則として、毎年 12 月 10 日（休業日の場合は翌営業日）とします。 

なお、該当日が休業日の場合は翌営業日です。 

収益分配 

 

毎決算時に、委託者が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定するも

のとします。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわない場合

があります。 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

①



                         
                                                 

取得申し込み手続きについて 

申込方法 販売会社の営業日は、原則として、いつでもお申込みが可能です。     

  収益分配金の受取方法によって 

  
「分配金再投資コース」  

「分配金受取りコース」の２通りがあります。 

  

なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお

取り扱いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

 

受付時間 原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11

時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とし

ます。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなります。 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、取得お申込日が下記のいずれかに該当する

場合は、取得のお申込の受付を行ないません。 

● モーリシャスの銀行休業日 

● インドのムンバイ証券取引所の休業日 

● インドのナショナル証券取引所の休業日 

受付場所 販売会社につきましては、委託会社にお問い合わせください。  

申込価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

＃直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合

わせください。 

 

申込単位 お申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせ

ください。 

取得申込の 

受付の中止・

既に受付けた

取得申込の 

受付の取消 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停

止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変

更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治

体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少な

ど、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託

者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、およ

び既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。 

 

*当ファンドについては、販売会社または下記の連絡先までお問合せください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 （委託会社） 

ホームページ アドレス :http://www.shinsei-investment.com 

電話番号:03-5157-5549 

営業日 9：00～17：00 (年末年始の半休日となる場合 9:00～12:00) 

 

 

 

                           
                               

 

 

 

 

②



 
 

換金(解約)手続きについて 

受付時間 販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金のお申込みが可能です。

原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前

11 時）までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付

分とします。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日のお取扱いとなり

ます。 

 

受付不可日 販売会社の営業日であっても、換金請求受付日が下記のいずれかに該

当する場合は、換金の請求の受付は行いません。詳しくは、販売会社に

お問い合わせください。 

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 
 

支払い開始日 原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いいたし

ます。 

 

解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準

価額に 0.3％の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

換金単位 販売会社が定める単位を持って換金できます。 

  ※ 販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。 詳しくは、

販売会社にお問い合わせください。 
 

お手取額 １口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約

価額が受益者毎の個別元本を超過した額に対し 10％）を差し引いた金額

となります。 

  ※ 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更

になる場合があります。 

換金申込の 

受付の中止・ 

既に受付けた

換金申込の 

受付の取消 

委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、

決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、

重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデター

や重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の

極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受

付を中止すること、および既に受付けた解約請求の受付を取り消すことが

できます。解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中

止当日およびその前営業日の解約の実行の請求を撤回できます。ただ

し、受益者がその解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権

の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日

（この計算日が解約の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降

の最初の解約の請求を受付けることができる日とします。）に解約の請求

を受付けたものとして取り扱います。 
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④

                         
                                                 

当ファンドにおいて御負担いただきます手数料等                             

申込手数料 

 

 

お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.50％）を上限として

販売会社が定めるものとします。  

※詳しくは、販売会社ないしは委託会社にお問い合わせください。 

信託報酬等 

 

 

 

 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.197％（税抜

1.14％）の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計

上されます。 

※信託報酬の配分は、以下の通りとします。(括弧内は税抜です。) 

 信託報酬（年率） 

合計 販売会社 委託会社 受託会社 

1.197％ 

（1.14％） 

0.735％ 

（0.70％） 

0.4095％ 

（0.39％） 

0.0525％ 

（0.05％）  
信託事務の

諸費用およ

び監査費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ファンドに係る租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建

資産の保管などに要する費用、借入金の利息および受託者の立

替えた立替金の利息は、信託財産中から支払われます。 

② ファンドに係る以下に定める諸費用（消費税等に相当する金額

を含みます。）は信託財産中から実際の費用額にかかわらず、見

積率（上限年率 0.105%）により計算された金額を信託財産中から 

支払われます。 
 

１.信託財産に係る監査報酬および費用 

２.信託財産に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

３.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印

刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用  

５.運用報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用 

６.信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷、交付な

らびに監督官庁への届出等に係る費用 

７.この信託契約に係る受益者に対して行う公告に係る費用 

 

信託財産 

留保額 

 

 

 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た

額とします。 

※ 「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解

約代金から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金

額のことをいいます。 

 

＜参考＞ ●新生 ショートターム・マザーファンドの信託報酬、申込手数料、 

換金手数料等はかかりません。 



 
 

 

 

 

⑤

 
 

投資先ファンドにおいて御負担いただきます手数料等                      

運用報酬等 

 
 

 
 
＜参考＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その他の 

手数料等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当ファンドが投資対象とするモーリシャス籍の円建て外国投資法人

「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class A」（以下「投資先

ファンド」といいます。）の運用報酬 

運用報酬 （年率） 投資先ファンドの純資産の 0.70% 
 

なお、当ファンドの信託報酬に、投資先ファンドの運用報酬（年率

0.70%）を加えた、受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の

概算値は以下の通りです。(申込手数料、解約留保金等は含んでお

りません。) ただし、この値はあくまでも実質的な信託(運用)報酬の

目安であり、投資先ファンドの組入れ状況によっては、実質的にご負

担いただく信託(運用)報酬は変動いたします。 

全体としての実質的な信託(運用)報酬（税込・年率）の概算値 

年 1.897% 程度 
 

その他の手数料等 

①管理事務代行会社報酬（年率） 

管理事務代行会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.07% 
 

②保管会社報酬（年率） 

保管会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.03% 

※上記に加え、当初のファンド設定費用合計約 1,200,000 円※1 
 

③当初のファンド設定費用（弁護士費用等） 

合計約 8,988,000 円※1,2    

年額約 1,797,600 円 
 

※1.投資先ファンドの純資産総額 120 億円（1 米ドル=120 円）相当額

の場合の概算値です。   

※2.この費用については当初 5 年間で償却いたします。        
 

④その他 

（ⅰ）副保管報酬および登録・名義書換代理人報酬等 

（ⅱ）監査報酬、弁護士報酬等 

（ⅲ）有価証券売買時の取引費用等 

（*その他の費用は変動することが予想され、見積りが困難です。） 

⑤申込手数料はかかりません。 

⑥ 投資先ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を

目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息

は投資先ファンドの信託財産から支払われます。 
 

※ 詳しくは交付目論見書 第二部 【ファンド情報】 第１【ファンドの

状況】 ４【手数料等及び税金】(18 頁)を必ずご参照ください。 



                           
                               

 

 

 

 

⑥

                         
                                                 

主なリスクと留意点                                           

主なリスクと 

留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①カントリーリスク 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通して、インドの

株式に投資を行います。投資対象国であるインドなどのエマージン

グ諸国は、先進諸国と比較し、一般的に情報の開示などの基準が

異なる場合があり、投資判断に際して正確な情報を充分に確保で

きない場合があります。インド政府は自国経済を規制または保護監

督する上で大きな影響力を行使することが考えられます。したがっ

て、先進諸国の株式への投資に比較して、証券市場の価格変動が

大きくなるばかりでなく、規制の内容等によっては、ファンドによる投

資資金の回収が一時的に困難となる、または、不可能となることも

想定されます。その場合、基準価額にも大きな影響を及ぼします。

また、インドの株式には、銘柄によりFII(外国人機関投資家)などに

対する保有比率の制限があります。したがって、外国人機関投資

家の保有比率の状況によっては買付が制約される場合がありま

す。一般に、エマージング諸国は、政治・経済情勢などの安定性の

欠如による、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の

停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお

ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結

を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変

更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）も

想定されます。その他、政府当局による海外からの投資規制や外

国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金規制、証券

取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定さ

れます。 

②組入株式の価格変動リスク・信用リスク 

当ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、

発行企業の業績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式

の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま

た、組入株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに

関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがありま

す。すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の

倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失

を被ることがあります。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合

には、投資元本を割り込むことがあります。 

③組入株式の流動性リスク 

インドなどのエマージング諸国の証券市場は、先進諸国と比較し

て、一般に、その市場規模が小さく、証券取引量が少なく、流動性 



 
 

 

 

 

⑦

 
 

主なリスクと留意点                                           

主なリスクと 

留意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

等に問題があります。市場環境によっては、本来想定される投資価

値とは乖離した価格水準による取引が行なわれたり、流動性が極

端に減少することも想定されます。 

④為替変動リスク 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする

投資信託証券は、主にインドの株式を投資対象としていますが、原

則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響を直接

受けます。特に、当ファンドの投資対象国であるインドの株価が上

昇しても、当該通貨に対し円高となった場合、当ファンドの基準価

額は下落する場合があります。 

⑤投資対象投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象

国における税制変更のリスク   

当ファンドが投資をする投資信託証券の設定地および当該ファンド

の投資対象国において、税制の変更が行なわれた場合には、その

影響により、当ファンドの基準価額が下落することがあります。 

⑥一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 

一部解約代金の支払資金を手当するために当ファンドが投資する

投資信託証券の組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で

売却せざるを得ないことや、大量に売却しなければならないことが

あります。その際、市況動向や流動性等の状況によっては、当ファ

ンドが投資する投資信託証券の基準価額が大きく変動することとな

り、当ファンドの基準価額も大きく変動する要因となります。また、当

ファンドが投資する投資信託証券の組入有価証券の売却代金の

回収が遅延し、当該投資信託証券の解約手続きが遅延した場合

等、当ファンドで一時的に資金借入れを行ない解約代金の支払い

に対応する場合、借入金利は当ファンドが負担することになりま

す。  
 

◎ファンドの留意事項 

(a)当ファンドが組入れる投資信託証券の基準価額  

(b)取得申込・解約申込の受付の中止・取消および制限 

(c)資産規模に関わる留意点および信託の途中終了 

(d)法令・税制・会計等の変更 

(e)収益分配金に関する留意点 
 

※ 詳しくは交付目論見書  第二部【ファンド情報】 第１【ファンドの

状況】 ３【投資リスク】 (14 頁)を必ずご参照ください。 
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第一部【証券情報】 

（１）【ファンドの名称】 

新生・ＵＴＩインドファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。） 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】 

・追加型証券投資信託・受益権です。（以下「受益権」といいます。） 

・格付は取得しておりません。 

※ファンドの受益権は社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の

振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法

律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属

は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位

の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以

下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります

（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい

います。）。委託会社は、やむを得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表

示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

（３）【発行（売出）価額の総額】 

継続申込期間(平成 18 年 12 月 27 日から平成 20 年３月７日まで) 

１兆円を上限とします。 

（４）【発行（売出）価格】 

継続申込期間(平成 18 年 12 月 27 日から平成 20 年３月７日まで) 

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

・直近の基準価額につきましては、販売会社または新生インベストメント・マネジメント株式会

社（以下、「委託者」、「委託会社」または「当社」といいます。）の照会先にお問い合わせく

ださい。 
 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９:00～17:00（年末年始の半休日となる場合は９:00～12：00） 

また、原則として、基準価額計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄

に略称「Ｕインド」として当ファンドの基準価額が掲載されます。  

（５）【申込手数料】 

① お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.50％）を上限として販売会社が定めるも

のとします。販売会社ないしは委託会社の（４）の照会先にお問い合わせください。 

・お申込手数料の額（１口当たり）は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額にお申込手

数料率を乗じて得た額とします。 

② 「分配金再投資コース」でお申込みの場合、収益分配金の再投資により取得する口数

については、お申込手数料はかかりません。 

（６）【申込単位】 

申込単位につきましては、販売会社または委託会社の（４）の照会先にお問い合わせくださ

い。 

（７）【申込期間】 

継続申込期間：平成 18 年 12 月 27 日から平成 20 年３月７日とします。 

・平成 20 年３月８日以降のお申込期間については、あらたに有価証券届出書を提出するこ

とによって更新されます。 
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（８）【申込取扱場所】 

販売会社につきましては、委託会社の下記照会先にお問い合わせください。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９：00～17：00（年末年始の半休日となる場合は９：00～12：00） 

（９）【払込期日】 

継続申込期間(平成 18 年 12 月 27 日から平成 20 年３月７日まで) 

・取得申込者は、お申込金額を販売会社が指定する期日までにお支払いいただきます。お

申込金額には利息は付利されません。 

・お申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、追加設定を行

う日に販売会社より委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンドの

口座に払い込まれます。 

（10）【払込取扱場所】 

お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

（11）【振替機関に関する事項】 

※ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

（12）【その他】 

① 日本以外の国及び地域での当ファンドの募集は行ないません。 

② 取得申込不可日 

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の

お申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 

③ 振替受益権について 

・ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記

載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま

す。 

・ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは 

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還などがコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま

す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 
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第二部【ファンド情報】 

第１【ファンドの状況】  

１【ファンドの性格】 

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】 

a．ファンドの目的 

中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 

b. ファンドの基本的性格 

追加型証券投資信託、ファンド・オブ・ファンズです。 

※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、社団法人投資信託協会が定める証券投資信託の分類にお

いて、「主として投資信託証券（証券投資信託受益証券及び証券投資法人の投資証券（マザ

ー信託を除く。））に投資するもの」として分類されるファンドをいいます。  

ｃ. 信託金限度額 

 委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。

委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。 

d. ファンドの特色 

 

当ファンドは、主として外国投資法人 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited

の Class Ａ投資証券に投資し、一部国内投資信託証券にも投資するファンド・オ

ブ・ファンズです。 

 
 

 

受 
益 
者 

＜当ファンド＞ 
新生・UTI 

設定・運用 
新生インベストメント・ 
マネジメント株式会社 

＜投資対象ファンド＞

円建て（モーリシャス籍）

新生 ショートターム・
マザーファンド

申込金 

分配金 
解約金 
償還金 

インドの株式 
等 

わが国の短期 
公社債および 
短期金融商品 

等 

インドファンド 

Shinsei UTI India Fund
(Mauritius) Limited の

Class A 投資証券投資 

投資

投資

損益

損益

損益

 
 

 

 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市場動向などを勘案して決定するものと

し、原則として、Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class Ａ投資証券への投

資割合を高位とすることを基本とします。 

 当ファンドの投資対象ファンドである Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class 

Ａ投資証券の投資資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 

 「新生 ショートターム・マザーファンド」は主としてわが国の短期公社債および短期金融

商品に投資し、新生インベストメント・マネジメントが運用します。 

 

※ 資金動向、市場動向等を勘案し、上記のような運用を行なわない場合があります。 

 

＜ファンドの仕組み＞ 
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投資対象ファンドの概要 

(ア)  Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class Ａ投資証券 
 ファンド名 Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class Ａ投資証券
形態 モーリシャス籍の円建て外国投資法人

運用の基本方針 

主な投資対象 
運用会社 

ファンドの関係法人 運用助言者 
管理会社 

手数料等 申込手数料 申込手数料はかかりません。
運用報酬および管 
理報酬等 年率 0.8%（＃1）

決算日 毎年 3 月 31 日 

3.運用会社である UTI Investment Management Company (Mauritius) Limited は、UTI 
Asset Management Company Pvt. Limited からの投資助言をもとに運用を行ないます。 

＊預託証書とは、企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行等に預託し、預託を受 
けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証書は株式と同様に証券取引 
所等で取引されます。   

UTI Asset Management Company Pvt. Limited

UTI Investment Management Company (Mauritius) Limited 

Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited 

ファンドの特徴 

＊当ファンドは純資産総額の 10%を超えて借入を行いません。

成長性の高いインド株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指した運 
用を行ないます。 
ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式等を主要投資対象とし 
ます。ただし、直接投資に加えて、預託証書*を用いた投資も行なうことがあります。 

1.主として、ムンバイ証券取引所またはナショナル証券取引所に上場する株式に投資を 
行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。

2.マクロ経済や、セクター見通しの分析によるトップダウン･アプローチ、個別企業の予想 
PER などの定量分析や、成長性などの定性分析によるボトムアップ･アプローチにより、 
ポートフォリオを構築します。

＃1. ４【手数料等及び税金】（３）【信託報酬等】(Ｐ１８)をご参照ください。 

 
(イ) 新生 ショートターム･マザーファンド 

 

ファンド名 新生 ショートターム・マザーファンド
商品分類 親投資信託（マザーファンド）
運用の基本方針 わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。
投資態度 主としてわが国の短期公社債および短期金融商品に投資を行い、利益等収益の確保を図ります。

① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等を行なうことができます。
③ スワップ取引は効率的な運用に資するため行なうことができます。

設定日 2006年12月27日（水）
無期限とします。
ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。

決算日 原則として、毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
収益分配方針 信託財産から生じる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、分配を行ないません。
申込手数料 申込手数料はかかりません。
信託報酬 信託報酬はかかりません。
委託会社 新生インベストメント・マネジメント株式会社
受託会社 住友信託銀行株式会社

信託期間

主な投資制限

 
 

当ファンドの投資対象ファンドであるShinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited

のClass Ａ投資証券は、主としてインドの証券取引所に上場する株式を実質

的な投資対象とし、直接投資に加えて預託証書*を用いた投資等を行うことに

より、中長期的な信託財産の成長を目指します。 

*企業の株式を海外でも流通させるために、企業の株式を現地の銀行に預託し、

預託を受けた現地の銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいま

す。預託証書は株式同様に証券取引所等で取引されています。 

インドの概況 

 インドの 2006 年人口は約 11 億人。中国に続いて世界第２位の人口大国です。 

 国土面積は日本の約９倍、3,287,590km2　に及びます。 
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 主要産業は綿花・石炭等の一次産業が主。近年の経済化により自動車産業や IT 産業（IT：

情報技術の略）も発展しています。 

 2006 年の国内総生産は 8,869 億米ドル、GDP 成長率は 9.2%。 

（出所：世界各国経済情報ファイル 2006、IMF（国際通貨基金）2007 月４月現在） 
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出所：IMF（国際通貨基金）2007 年４月現在。*2007 年、2008 年は IMF（国際通貨基金）予測値。 

 インドの 2006 年の GDP 成長率は 9.2%であり、2007 年４月に IMF（国際通貨基金）が発表し

た今後の新興アジア(中国、ASEAN 諸国等)の成長見通しの８%を上回ります。IMF はその成

長見通しを上回る主要国としてインド・中国を挙げています。 
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出所：U.S.Census Bureau 

 

 インドの 2006 年の人口は約 11 億人で中国に続いて世界第２位です。 

 今後、日本等の先進国は高齢化社会を迎え成長率の鈍化が懸念される一方、インドは経

済成長の原動力となる労働世代（15 歳～64 歳）割合の増加が見込まれています。 

 労働世代の割合が高い国は、消費の活性化を伴い GDP 成長率を押上げる役割を果たして

いると言われています。 

＜インド・日本人口構成比率（2006 年）＞ 

＜インド・日本の GDP 成長率推移＞ 
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UTI グループによる運用。 

 

 

 当ファンドの投資対象ファンドである Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited の Class 

Ａ投資証券は、インド国内最大級の運用会社である UTI グループが運用します。 

 UTI グループは、1963 年にインドで最初に設立されるなど、40 年以上の歴史を持つイン

ド国内最大級の投信会社です。 

 UTI グループは、マクロ分析やセクター分析等を行うトップダウン・アプローチと個別銘

柄の調査等を行うボトムアップ・アプローチを併用して運用を行なっています。 
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（２）【ファンドの仕組み】 

a.ファンドの仕組み 

  

 

        損益     投資 損益    投資          

 
 
 
 
               損益     投資    損益     投資               
                

          
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 

             
                 
        

投資信託受益権の 
         募集等の取扱に関する契約 
 
 
                                      
                                      
           
                  
                    
 
 

 

 

 

 

 

Shinsei UTI India Fund (Mauritius ) 

Limited Class A  

 
新生インベストメント・マネジメント

株式会社 

                      

信託財産の運用指図、目論見書 

および運用報告書の作成、基準 

価額の計算および信託財産に関

する帳簿書類の作成を行います。

なお、信託財産の計算その他当フ

ァンドの事務管理に関する業務を

第三者に委託することがあります。 

委託会社 

           受益者 

インドの株式等 

 
新生・UTI インドファンド 

 

 

住友信託銀行株式会社 

(再信託受託銀行:日本トラ 

スティ・サービス信託銀行 

株式会社) 

  

信託財産の保管・管理・計算

を行います。 

 

受益権の募集の取扱いおよび 

販売、一部解約に関する事務、

収益分配金、償還金および一 

部解約金の支払い、ならびに 

収益分配金の再投資に関する 

事務等の代行等を行います。 

販売会社 

受託会社 

新生 ショートターム 

マザー・ファンド 

わが国の短期公社債

および短期金融商品等

一部解約金・分配金・償還金申込金 

証券投資信託契約 
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b.契約等の概要  

１．証券投資信託契約 

「証券投資信託契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネジメント株式会社）と受託会

社（住友信託銀行株式会社）との間で結ばれ、投資運用方針、収益分配方法、受益権の内

容等、ファンドの運用・管理について定めた契約です。 

２．投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約 

「投資信託受益権の募集等の取扱に関する契約」は、委託会社（新生インベストメント・マネ

ジメント株式会社）と販売会社との間で結ばれ、委託会社が販売会社に受益権の募集の取

扱い、投資信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払

い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委託し、販売会社がこれを引き受けることを

定めた契約です。 

ｃ.委託会社等の概況 

・資本金 

委託会社の資本金の額は金4億9,500万円です（平成19年７月末日現在）。 

・沿革 

委託会社は、新生銀行の全額出資により設立された投資信託委託業者です。主な変遷は

以下のとおりです。 

平成13年12月17日：新生インベストメント・マネジメント株式会社として設立。 

平成14年２月13日：「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧問 

            業の登録。 

平成15年３月12日：「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づく投資信託委託業および 

            「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任契 

            約にかかる業務の認可。 

・大株主の状況 

  （平成19年７月末日現在） 

氏名または名称 住所 所有株式数（株） 所有比率（%） 

株式会社新生銀行 東京都千代田区 

内幸町二丁目１番８号 

9,900 100 



－ 9 － 

２【投資方針】 

（１）【投資方針】 

① 主として、モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund(Mauritius) 

Limited」の Class A 投資証券及び証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファン

ド」受益証券を投資対象とします。  

② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 

③ 投資信託証券については、見直しを行うことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定

したり、既に指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。 

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用

に支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運

用ができない場合があります。 

（２）【投資対象】 

① 投資の対象とする資産の種類 

投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投

資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。 

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律施

行令第３条各号で定める特定資産の種類をいいます。）は、次に掲げるものとします。 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形（証券取引法第２条第１項第８号に掲げるものを除きます。） 

ニ．金銭を信託する信託の受益権 

ホ．為替手形 

② 運用の指図範囲等 

委託会社は、信託金を、主として次の外国投資信託証券および新生インベストメント・マネ

ジメント株式会社を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資

信託である新生 ショートターム・マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（それぞ

れ証券取引法第２条において定めのあるものをいいます。以下同じ。）に投資することを指

図します。 

１．モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の 

  Class A投資証券 

２．証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券 

３．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

③ 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用するこ 

   とを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

④ 委託者は、以下の取引を行うことができます。 

１．外国為替取引 

２．資金の借入 
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（３）【運用体制】 

① 新生インベストメント・マネジメント 

ファンド運用に関する主な会議および組織は以下の通りです。 

会 議 役 割・機 能 

投資政策委員会 運用に関わる基本事項を審議し、運用が適切かつ適正に行なわれ

る体制を整えることを目的として、原則月1回会議を開催していま

す。 

運用の基本方針の決定を行ない、運用計画、投資ガイドライン等の

検討を行います。 

リスク管理委員会 業務執行に際して生じる多様なリスクについての基本事項及び関

連事項を審議、決定することを目的として、原則月１回会議を開催

しています。運用リスクの管理状況、投資ガイドラインの遵守状況等

の確認を行います。 

  

組 織 役 割・機 能 

運用部 

 

運用部は、運用計画書を作成し、投資政策委員会に提出して承認

を受けます。 

・ 当ファンドにおいては、投資環境および資金動向等により、投資

対象ファンド及びその他資産への投資割合を総合的に判断し決

定します。 

・ 投資制限のチェック、運用成果の分析及び評価、運用リスク分析

等を定期的に行います。 

トレーディング室 運用計画書の確認後、売買発注の執行等を行います。 

管理部 信託財産の管理事務のほか、運用リスクの管理、法令遵守状況の

管理も行います。 

＊なお、コンプライアンスオフィサーは、管理部に属します。 

また、運用体制に関する社内規程等についても、ファンドの運用業務に関する運用業務管理規

程、ファンドマネージャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証券などの売買における発注先

選定基準などに関して取扱い基準を設けることにより、利益相反となる取引、インサイダー取引

等を防止するなど、法令遵守の徹底を図っています。
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② ＵＴＩグループ 

運用体制 

マクロ・リサーチ
1名

セクターおよび銘柄リサーチ
11名

ファンドマネージメント
20名

売買執行
9名

リスクマネジメント

4名

 
  投資プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・UTIグループにおける投資の意思決定プロセスは、トップダウンとボトムアップを組み合わせた

アプローチを採用しています。トップダウン・アプローチでは、リサーチ・チームによるインド経済

を主としたマクロ分析と各セクターの成長性などを基にしたセクター分析を経て、セクターのアロ

ケーションを決定します。一方、ボトムアップ・アプローチでは、銘柄リサーチ・チームが予想PER

などの定量分析およびマーケットシェアなどの定性分析から約500社の投資ユニバースを決定し

ます。なお、この投資ユニバースは企業の四半期決算を基に定期的に見直されます。双方向の

アプローチを基にファンドマネージャーはファンドの投資目的、投資戦略、投資リスクなどを勘案

してポートフォリオの構築を行います。 

※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

【トップダウン・アプローチ】 【ボトムアップ・アプローチ】 

◆ポートフォリオ構築                      
（ファンドの投資目的、投資戦略に基づきベンチマーク構成の調査後、ポートフォリオ 
のシミュレーションを行ない、リスクリターンを考慮しポートフォリオを構築します。） 

◆マクロ分析 
（GDP、CPI等の今後の見通しを作成します。） 

◆セクター分析 
（セクター毎に成長性の定性判断後、セクターの 
 アロケーションを行います。） 

◆銘柄選定 
（予想PER（株価収益率）,ROCE（使用資本利益率）等
の定量分析と、成長性、マーケットシェア等の定性分析
を行います。企業の四半期報告やモニタリングにより 
定期的に見直しが行なわれます。） 

◆銘柄選定
（予想PER（株価収益率）,ROCE（使用資本利益率） 
等の定量分析と、成長性、マーケットシェア等の 
定性分析を行います。企業の四半期報告や 
モニタリングにより定期的に見直しが行なわれます。） 
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（４）【分配方針】 

① 収益分配方針 

毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 

a.分配対象額の範囲 

 経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

b.分配対象額についての分配方針 

 委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の 

 場合には分配を行なわないことがあります。 

c.留保益の運用方針 

    収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）について 

    は、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

② 収益分配金の支払い 

「分配金再投資コース」 

原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 

「分配金受取りコース」 

原則として決算日から起算して５営業日目までに収益分配金のお支払いを開始いたします。

支払いは販売会社において行います。 

（注）収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい

る受益者（当該収益分配金にかかる決算日以前において解約が行なわれた受益権にかか

る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で、

取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について

は、原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日目からお

支払いします。なお、平成 19 年１月４日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収

益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引換えに受

益者にお支払いします。「分配金再投資コース」の場合は、収益分配金は税金を差し引い

た後、無手数料で自動的に再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座

簿に記載または記録されます。 

（５）【投資制限】 

投資信託約款に基づく投資制限 

① 投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式

等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する

法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第

117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に

規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接

投資は行ないません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託の約款又は規約においてファンド・オ

ブ・ファンズにのみ取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純

資産総額に対する同一銘柄の時価総額の制限を受けません。 

③ 株式への直接投資は行ないません。 

④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め

られる場合には、制約されることがあります。 

⑥ 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う

支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み

ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
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資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該

借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

⑦ 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代

金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者

への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期

間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金

融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借

入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま

す。 

⑧ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 
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３【投資リスク】 

（１）ファンドのリスクと留意事項 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券

は、主にインドの株式を投資対象としていますが、その他の有価証券に投資する

こともあります。ファンドの基準価額は、組み入れた株式やその他の有価証券の値

動き、為替相場の変動等の影響により基準価額が下落し、損失を被ることがありま

す。 

＃ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。 

＃元本が保証されているものではありません。 

＃一定の収益や投資利回り等 成果が約束されているものではありません。 

＃以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に

網羅しておりませんので、ご留意ください。 

 

当ファンドの主なリスクおよび留意点は以下の通りです。 

 

 (a)カントリーリスク 

当ファンドは、主として、投資信託証券への投資を通して、インドの株式に投資を

行います。投資対象国であるインドなどのエマージング諸国は、先進諸国と比較

し、一般的に情報の開示などの基準が異なる場合があり、投資判断に際して正確

な情報を充分に確保できない場合があります。インド政府は自国経済を規制また

は保護監督する上で大きな影響力を行使することが考えられます。したがって、先

進諸国の株式への投資に比較して、証券市場の価格変動が大きくなるばかりでな

く、規制の内容等によっては、ファンドによる投資資金の回収が一時的に困難とな

る、または、不可能となることも想定されます。その場合、基準価額にも大きな影響

を及ぼします。また、インドの株式には、銘柄によりFII(外国人機関投資家)などに

対する保有比率の制限があります。したがって、外国人機関投資家の保有比率の

状況によっては買付が制約される場合があります。一般に、エマージング諸国は、

政治・経済情勢などの安定性の欠如による、証券取引所等における取引の停止、

外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（投資対象国に

おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制

の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場

の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）も想定されます。その他、政府当局による

海外からの投資規制や外国人投資家に対する追徴的な課税、自国外への送金

規制、証券取引所の閉鎖や取引停止等の規制が突然導入されることも想定され

ます。 

 (b)組入株式の価格変動リスク・信用リスク 

当ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業

績、市場の需給関係等を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期

的に大きく下落することがあります。また、組入株式の発行会社の経営・財務状況
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の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むこと

があります。すなわち、組入株式の価格の下落や、組入株式の発行会社の倒産

や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがありま

す。発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資元本を割り込むことが

あります。 

(c)組入株式の流動性リスク 

インドなどのエマージング諸国の証券市場は、先進諸国と比較して、一般に、その

市場規模が小さく、証券取引量が少なく、流動性等に問題があります。市場環境

によっては、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行なわ

れたり、流動性が極端に減少することも想定されます。 

(d)為替変動リスク 

当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象とする投資信託証券

は、主にインドの株式を投資対象としていますが、原則として為替ヘッジを行ない

ませんので、為替変動の影響を直接受けます。特に、当ファンドの投資対象国で

あるインドの株価が上昇しても、当該通貨に対し円高となった場合、当ファンドの

基準価額は下落する場合があります。  

(e)投資対象投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象国における税

制変更のリスク                                

当ファンドが投資をする投資信託証券の設定地および当該ファンドの投資対象国

において、税制の変更が行なわれた場合には、その影響により、当ファンドの基準

価額が下落することがあります。                                                   

② ファンドの留意事項 

(a)当ファンドが組入れる投資信託証券の基準価額  

当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価額は、当該ファンドの関係法人

が当該国の組入有価証券等の価格評価基準などに基づき算出されますが、当該

株式等の価格の訂正により当ファンドが組入れる外国投資信託証券の基準価額

も影響を受けることがあります。しかし、投資信託証券の基準価額が影響を受けた

場合でも、当該国の法令等に基づき一定の基準内であれば訂正は行なわない場

合もあり、当ファンドの基準価額も訂正されないことがあります。  

(b)取得申込・解約申込の受付の中止・取消および制限 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資

対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を

含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）に

よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があ

るときは、受益証券の取得申込、解約申込の受付を中止することおよびすでに受

け付けた取得申込、解約申込の受付を取り消すことができます。なお、信託期間

中のモーリシャスの銀行休業日、インドのムンバイ証券取引所休業日または、イン

ドのナショナル証券取引所休業日と同日の場合には、取得申込、解約申込の受

付をいたしません。 
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(c)一部解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動のリスク 
 一部解約代金の支払資金を手当するために当ファンドが投資する投資信託証

券の組入有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことや、

大量に売却しなければならないことがあります。その際、市況動向や流動性等の

状況によっては、当ファンドが投資する投資信託証券の基準価額が大きく変動す

ることとなり、当ファンドの基準価額も大きく変動する要因となります。また、当ファ

ンドが投資する投資信託証券の組入有価証券の売却代金の回収が遅延し、当該

投資信託証券の解約手続きが遅延した場合等、当ファンドで一時的に資金借入

れを行ない解約代金の支払いに対応する場合、借入金利は当ファンドが負担す

ることになります。  

(d)資産規模に関わる留意点および信託の途中終了 

当ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできな

い場合があります。その場合には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣

る可能性があります。その場合、信託契約の一部を解約することにより受益権の口

数が10億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため

有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合

意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 

(e)法令・税制・会計等の変更 

法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。 

(f)収益分配金に関する留意点 

収益分配金は、決算毎に委託会社が経費控除後の利子・配当等収益および売

買益（評価益を含みます。）等を中心に基準価額水準、市況動向等を勘案して決

定するため分配額は決算毎に変動します。したがって、一定水準の収益分配が

支払われることを示唆あるいは保証するものではありません。また、分配対象額が

少額の場合や、決算時点での基準価額の水準によっては、分配を行なわない場

合があります。 

（２）投資リスクに対する管理体制 

① 当社の基本方針と組織 

当社の運用リスク管理体制は、リスク管理委員会のもとで一元的に管理する体制となっておりま

す。社内各部から集められたリスク情報はリスク管理委員会に集約され、検討が加えられたのち、

管理状況等につき改善の必要が認められた場合には、各部に指示が下されます。投資リスクを

管理する実務担当部は以下の通りです。 

組 織 役 割・機 能 

運用部 

 

・基準価額の変動が、商品性と著しく乖離していないことを日々確認しま

す。 

・投資ファンド及び投資ファンドの運用を行う運用会社の評価について

は、定期的に見直し、その結果を投資政策委員会に報告します。 

管理部 ・投資ガイドラインや社内規定に基づく運用制限のモニタリングを行いま

す。 

・法令及び信託約款の遵守状況をモニタリングします。 
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② コンプライアンス体制 

管理部（コンプライアンス・オフィサーは管理部に属します。）は、当社の業務に係る法令諸規則

の遵守状況の管理・検査を行ない、必要に応じて指導を行います。また、コンプライアンス委員

会を設置し、社内の現状と問題点の報告に基づき、効果的な改善策を決定し、社内管理体制

の充実・強化を図っています。 

 

※上記体制は本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 
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４【手数料等及び税金】 

 

（１）【申込手数料】 
 

① 取得申込受付日の翌営業日の基準価額に 3.675％(申込手数料および当該申

込手数料にかかる消費税等に相当する金額)(税抜 3.5％) を上限として、販売

会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 

※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、委託会社

までお問い合わせ下さい。 
 

② 収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。 

 

（２）【換金（解約）手数料】 
 

① 換金手数料 

換金手数料はありません。 
 

② 信託財産留保額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額に 0.3％の率を乗じて得た額とします。

※「信託財産留保額」とは、投資信託を中途解約される受益者の解約代金から差

し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。 

（３）【信託報酬等】 
 

① 信託報酬 

信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年 1.197％（税抜 1.14％） 

の率を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて日々、費用計上されます。 
 

② 信託報酬の配分 

信託報酬の配分は、以下の通りとします。 

 信託報酬率（年率） 

合計 販売会社 委託会社 受託会社 

1.197％ 

（1.14％） 

0.735％ 

（0.70％） 

0.4095％ 

（0.39％） 

0.0525％ 

（0.05％） 

※括弧内は税抜です。 
 

③ 信託報酬の支払時期 

信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、計算期間の最初の６

ヶ月終了日（該当日が休業日のときは、翌営業日とします。）、毎計算期間終了日、

および信託終了のときに、信託財産から支払います。 

④ 新生 ショートターム・マザーファンドの信託報酬等 

信託報酬、申込手数料および換金手数料はかかりません。 
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（４）【その他の手数料等】 

信託財産に関する以下の諸経費、諸費用およびそれに付随する消費税等相当額

は、受益者の負担とし、信託財産から支払います。 

① 組入有価証券の売買時の売買委託手数料など。               

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管

などに要する費用、借入金の利息および受託者の立替えた立替金の利息外貨

建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息。      

③ 委託者は、以下に定める諸費用の支払いを信託財産のために行なった場合に

は、支払金額の支弁を信託財産から受けることができ、また、現に信託財産のた

めに支払った金額の支弁を受けることについて、あらかじめ受領する金額に上

限を付することができます。また、信託財産の規模等を考慮して、かかる上限額

を定期的に見直すことができます。 

④ 委託者はまた、前項に基づいて実際に支払った金額の支弁を受ける代わりに、

かかる諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際の費用額に

かかわらず、見積率により計算された金額を諸費用とし、信託財産からその支

弁を受けることもできます。この場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮し

て、かかる見積率に上限を付することとし、その上限の範囲内で、かかる見積率

を何時にても見直すことができるものとします。 

⑤ 前項の場合において、以下に定める諸費用として規定する額は、信託財産の

純資産総額に年10,000分の10.5の見積率を上限として乗じて得た額とし、計算

期間を通じて毎日計上し、信託報酬支弁と同一の時期に信託財産中から支弁

するものとします。 

１.信託財産に係る監査報酬および費用 

２.信託財産に係る法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用 

３.目論見書の作成、印刷および交付に係る費用 

４.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成、印刷ならびに

監督官庁への届出等に係る費用 

５.運用報告書の作成、印刷ならびに監督官庁への届出等に係る費用 

６.信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷、交付ならびに監督

官庁への届出等に係る費用 

７.この信託契約に係る受益者に対して行う公告に係る費用 
 

 

            



－ 20 － 

《参考》 

当ファンドが投資対象とするモーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI 

India Fund (Mauritius) Limited」Class A」（以下「投資先ファンド」といいます。）に係る

手数料について 

（１）申込手数料        申込手数料はありません。 

（２）換金（解約）手数料    換金手数料はありません。 

（３）運用報酬 
 

運用報酬 （年率） 投資先ファンドの純資産の 0.70% 
 

なお、当ファンドの信託報酬に、投資先ファンドの運用報酬（年率 0.70%）を加えた、

受益者が実質的に負担する信託(運用)報酬率の概算値は以下の通りです。(申込

手数料、解約留保金等は含んでおりません。) ただし、この値はあくまでも実質的

な信託(運用)報酬の目安であり、投資先ファンドの組入れ状況によっては、実質的

にご負担いただく信託(運用)報酬は変動いたします。 
 

全体としての実質的な信託 (運用) 報酬 （税込・年率）の概算値 

年 1.897% 程度 
 

（４）その他の手数料等 

①管理事務代行会社報酬（年率） 
 

管理事務代行会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.07% 
 

② 保管会社報酬（年率） 
 

保管会社報酬 投資先ファンドの純資産の 0.03% 

※上記に加え、当初のファンド設定費用合計約 1,200,000 円※1 
 

③当初のファンド設定費用（弁護士費用等） 

合計約 8,988,000 円※1,2        

年額約 1,797,600 円 
 

※1.投資先ファンドの純資産総額 120 億円（1 米ドル=120 円）相当額の場合の概算

値です。   

※2.この費用については当初 5 年間で償却いたします。  

④その他 

（ⅰ）副保管報酬および登録・名義書換代理人報酬等 

（ⅱ）監査報酬、弁護士報酬等 

（ⅲ）有価証券売買時の取引費用等 

（*その他の費用は変動することが予想され、見積りが困難です。） 

⑤ 投資先ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金

借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資先ファンドの信託財産

から支払われます。 
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（５）【課税上の取扱い】 

受益者が支払いを受ける「収益分配金」のうち課税扱いとなる普通分配金（注１参照）ならびに

「一部解約時」および「償還時」の個別元本（注２参照）超過額については下記の通り課税されま

す。 

 

個人受益者の場合 

  平成 21 年３月 31 日まで 平成 21 年４月１日以降 

収益分配時 

普通分配金に対して 

10％の源泉徴収 

（申告不要制度適用） 

普通分配金に対して 

20％の源泉徴収 

（申告不要） 

解約時 

償還時 

個別元本超過額に対して 

10％の源泉徴収 

（申告不要） 

個別元本超過額に対して 

20％の源泉徴収 

（申告不要） 

※確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用なし）を選択することもできます。 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 

（注 1）普通分配金と特別分配金 

収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「特別分配金」（元本の一部

払戻しに相当する部分）の区分があります。 

受益者が収益分配金を受け取る際 

イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回って

いる場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。 

ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、

収益分配金の範囲内でその下回っている部分の額が特別分配金となり、収益分配金から特別

分配金を控除した金額が普通分配金となります。 

ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から特別分配金を控除した額が、その後の受益者の

個別元本となります。 

（注２）個別元本 

各受益者の買付時の受益証券の基準価額（お申込手数料および当該手数料に係る消費税等

相当額は含まれません。）が個別元本になります。 

イ）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加

重平均した値となります。ただし、個別元本は、受益証券を保護預りとしない場合、複数支店で

同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場合がありますので、販売会社に

お問い合わせください。 

ロ）受益者が特別分配金を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

※税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。 
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５【運用状況】 

以下は平成 19 年７月 31 日現在の運用状況であります。 
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 
 
（１）【投資状況】 
資産の種類 国／地域 時価合計(円) 投資比率(％) 
投資証券 モーリシャス 50,436,503,202 99.3 
親投資信託受益証券 日本 300,769,695 0.6 
現金・預金・その他の資産 
(負債控除後) ― 32,037,073 0.1 
合計(純資産総額)   50,769,309,970 100.0 
 
（２）【投資資産】 

 

①【投資有価証券の主要銘柄】 

国 

/ 

地 

域 

種

類 
銘柄名 数量 

簿価

単価

(円)

簿価金額(円)

評価 

単価 

(円) 

評価金額(円)

投資

比率

(％)

 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

投

資

証

券 

  

Shinsei UTI India 

Fund (Mauritius)

Limited Class A 

43,043,233.801 991.16 42,662,731,614 1,171.7638 50,436,503,202 99.3

日

本 

親

投

資

信

託

受

益

証

券 

新生 ショート 

ターム・マザー 

ファンド 

299,870,085 10,004 300,000,000 10,030 300,769,695 0.6
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 種類別及び業種別投資比率 

 

種類 業種 投資比率(％) 

投資証券 ― 99.3

親投資信託受益証券 ― 0.6

合計   99.9

  

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

該当事項はありません。 

 
（3）【運用実績】 
 
①【純資産の推移】 
平成 19 年７月 31 日及び同日前１年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通り

です。 
  純資産総額（円） １口当たり純資産額(円) 

平成 18 年 12 月末日  12,305,262,437 0.9999 
平成 19 年１月末日  19,025,312,633 1.0365 
平成 19 年２月末日  23,487,520,994 0.9728 
平成 19 年３月末日  33,324,273,933 0.9261 
平成 19 年４月末日  41,488,376,867 1.0692 
平成 19 年５月末日  46,032,182,329 1.1367 
平成 19 年６月末日  48,669,653,666 1.1678 
平成 19 年７月末日  50,769,309,970 1.1718 

 
②【分配の推移】 
該当事項はありません。 
 
③【収益率の推移】 

期間 収益率（％） 

自 平成 18 年 12 月 27 日（設定日） 

至 平成 19 年７月 31 日 
17.2％

 
＊収益率は、平成 19 年７月 31 日の基準価額（分配金込み）に設定時以降の分配金を加えた

額から、設定時の基準価額を控除し、設定時の基準価額で除して得た数に 100 を乗じた数で

す。なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。 
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＜参考＞ 
新生 ショートターム・マザーファンドの投資状況 
以下の運用状況は平成 19 年 7 月 31 日現在です。 
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 
  
（１）投資状況 

投資資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％） 
国債証券   日本 299,876,400 99.7 
コール・ローン等、その他資産 
（負債控除後） 

 
 901,094 0.3 

合計（純資産総額） 300,777,494 100.0 
    

  

（２）投資資産 

 ① 投資有価証券の主要銘柄 

イ 評価額上位銘柄明細 

＜国債証券＞ 

利率（％） 券面総額 簿価金額（円） 評価金額（円） 
投資

比率
国/ 
地域 

銘柄名 種類 

償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％）

日本 
第 449 回 

政府短期証券 

国債

証券 2007-8-13
100,000,000 99.87 99,872,80099.9858 99,985,800 33.2

日本 
第 454 回 

政府短期証券 

国債

証券 2007-9-10
200,000,000 99.85199,703,60099.9453 199,890,600 66.5

  

ロ 種類別及び業種別の投資比率 

種類別 業種 投資比率（％） 

国債証券 ― 99.7 

合計 99.7 

   

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

   

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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６【手続等の概要】 

（１）申込（販売）手続等 

① 取得申込み手続き 

・販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。 

・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販売

会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた

場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受

益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込

者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込

みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載また

は記録を行うことができます。 

② 取得申込不可日 

継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当

する場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせ

ください。 

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせくだ

さい。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９：00～17：00（年末年始の半休日となる場合は９：00～12：00） 

④ コースの選択 

収益分配金の受取方法によって、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の２通り

があります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱

いとなる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

「分配金再投資コース」 

・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別

の名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることが

あります。 

・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はか

かりません。 

「分配金受取りコース」 

・お申込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込ください。 

⑤ 申込金額 

・取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数

料と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 

・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 

⑥ 申込手数料 

お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.50％）を上限として販売会社が定めるものと

します。販売会社ないしは委託会社の「③申込単位」の照会先にお問い合わせください。 
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⑦ 取得申込の受付の中止、既に受け付けた取得申込の受付の取消 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国に

おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、

自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動

性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中

止すること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことができます。 

（２）換金（解約）手続等 

① 換金の請求 

・販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販

売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎ

た場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

※換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。なお、換金

の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の

請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。  

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、

大口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社

にお問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位を持って換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い

合わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％の率

を乗じて得た額）を控除した価額とします。 

⑥ 手取額 

１口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎

の個別元本を超過した額に対し 10％）を差し引いた金額となります。 

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合がありま

す。詳しくは、４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱いをご参照ください。 

⑦ 支払開始日 

お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。 

⑧ 解約申込の受付の中止、既に受け付けた解約申込の受付の取消  

・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含

む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の
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閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求

の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができま

す。 

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業

日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回

しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準

価額の計算日（この計算日が解約の請求を受けない日であるときは、この計算日以降の最

初の解約の請求を受け付けることができる日とします。）に解約の請求を受け付けたものと

して取り扱います。 

７【管理及び運営の概要】 

（１）資産管理等の概要 

① 資産の評価 

１）基準価額の算定 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って

時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

２）有価証券の評価基準 

・信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って時

価評価します。 

・証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券は、原則として、基準

価額計算日の基準価額で評価します。 

・モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の

Class A 投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の営業日の基準価額で

評価します。 

・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につ

いては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。 

３）基準価額の算出頻度と公表 

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで

入手することができます。 

・直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合

わせください。 

 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９：00～17：00（年末年始の半休となる場合は 9：00～12：00） 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「Ｕ

インド」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 

③ 保管 

該当事項はありません。 

③ 信託期間 

無期限とします（平成 18 年 12 月 27 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解

約し、信託を終了させることがあります。 
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④ 計算期間 

毎年12月11日から翌年12月10日とすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日が休

業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始

されるものとします。 

※第 1 計算期間は信託契約締結日より平成 19 年 12 月 10 日までとします。 

⑤ その他 

 １）信託の終了（繰上償還） 

イ）委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数

が 10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利である

と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託

契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、

解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

ロ） 委託者は、上記イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、そ

の旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、

この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行

ないません。 

ハ）上記ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

ニ）上記ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、上記イ）の信託契約の解約をしません。 

ホ） 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に

対して交付します。 

ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行ないません。 

へ）上記ハ）から上記ホ）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情

が生じている場合であって、上記ハ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面

の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

ト） 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

チ） 委託者が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した

ときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 ※金融商品取引法が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

リ）上記チ）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の

投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述２）信託約款の変更規

定二）の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存

続します。 

ヌ） 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

者は、後述２）信託約款の変更規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託

者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 

ル） 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

２） 信託約款の変更 

イ）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更

を行う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 
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ロ）委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更

しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約

款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

ハ）上記ロ）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対

して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

二）上記ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の

二分の一を超えるときは、上記イ）の信託約款の変更をしません。 

ホ）委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

へ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記イ）

からホ）までの規定にしたがいます。 

ト）委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

チ）委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または

記録を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重

大なものとして上記イ） からホ）までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振

替受入簿の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについ

て同意をしている受益者へは、上記ロ）の書面の交付を原則として行ないません。 

３）異議の申立て 

イ）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社

に対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた

受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約

款の変更は行ないません。 

ロ）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその

理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書

面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 

ハ）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の

一以下で、繰上償還、信託約款の変更を行う場合は、異議を述べた受益者は受託会社に

対し、自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 

二）委託者が受益者に対して行う公告は、日本経済新聞に掲載します。 

４）償還金について 

イ）償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還

日が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日目）から受益者に支払われます。 

ロ）償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 

５）運用報告書の作成 

委託会社は、毎決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有

価証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託に係る知られたる受益

者に販売会社より交付いたします。 

６）関係法人との契約について 

販売会社との「投資信託受益権の募集等の取扱いに関する契約」の有効期間は契約日より

１年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段

の意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
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（２）受益者の権利等 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

 １）収益分配金・償還金受領権 

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領

する権利を有します。 

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払

開始日から 10 年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰

属します。 

 ２）解約請求権 

受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。 

 ３）帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の

閲覧を請求することができます。 
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第２【財務ハイライト情報】 

（１）下記の情報は有価証券届出書、「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理状況」

の「１ 財務諸表」に記載された情報を抜粋して記載したものです。 

（２）「財務諸表」については、監査法人トーマツによる監査を受けております。また、当該監査法

人による監査報告書は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報 第４ ファンドの経理

状況」に記載されている「財務諸表」に添付されております。 

 
１【財務諸表】 

新生・UTI インドファンド 中間財務諸表 

 
（１）【中間貸借対照表】 

第１期中間計算期間 

（平成 19 年６月 26 日現在） 区分 
 金額（円） 

資産の部 
 流動資産 
  コール・ローン 
  投資証券 
  親投資信託受益証券 
  未収利息    

 

 

397,128,852

48,406,880,399

300,589,773

4,025

 流動資産合計 49,104,603,049

資産合計 49,104,603,049

負債の部 
 流動負債 
  未払解約金 
  未払受託者報酬 
  未払委託者報酬 
  その他未払費用 

257,360,417

8,171,729

178,143,619

8,171,675

 流動負債合計 451,847,440

負債合計 451,847,440

純資産の部 
 元本等 
  元本 
  剰余金 
   中間剰余金 

41,529,522,666

7,123,232,943

純資産合計 48,652,755,609

負債・純資産合計 49,104,603,049
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

第１期中間計算期間 

(自平成 18 年 12 月 27 日(設定日） 

至平成 19 年６月 26 日） 
区分 

 金額（円） 

営業収益 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

615,918

7,825,470,172

営業収益合計 7,826,086,090

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

8,171,729

178,143,619

8,171,675

営業費用合計 194,487,023

営業利益金額 7,631,599,067

経常利益金額 7,631,599,067

中間純利益金額 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 

剰余金増加額 

(中間一部解約に伴う剰余金増加額) 

(中間追加信託に伴う剰余金増加額) 

剰余金減少額 

(中間一部解約に伴う剰余金減少額) 

(中間追加信託に伴う剰余金減少額) 

7,631,599,067

291,498,191

46,897,554

          （46,897,554）

（-）

263,765,487

              （-）

（263,765,487）

中間剰余金 7,123,232,943

 

 

 

（３）【中間注記表】 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第１期中間計算期間 

（自平成 18 年 12 月 27 日（設定日） 

至平成 19 年６月 26 日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券及び親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知りうる直

近の日の投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し

ております。 

２．その他中間財務諸表作成のための 

基本となる重要な事項 

ファンドの中間計算期間 

当ファンドの計算期間は原則として、毎年 12 月 11 日

から翌年 12 月 10 日までとしておりますが、第１期中間

計算期間は期首が設定日のため平成18年 12月 27日から

平成 19 年６月 26 日までとなっております。 
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 

（１）名義書換 

該当事項はありません。 

ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま

り、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され

た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者

が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受

益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発

行する場合を除き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証

券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとしま

す。 

 

（２）受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

 

（３）譲渡制限の内容 

①譲渡制限はありません。 

②受益権の譲渡 

・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益

権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。 

・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記

載または記録するものとします。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場

合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機

関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加

の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合などにおいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判

断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

③受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会

社に対抗することができません。 

④受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施

行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受

益権を均等に再分割できるものとします。 

⑤質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、解約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定

によるほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。 
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第４【ファンドの詳細情報の項目】 

有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」（投資信託説明書（請求目論見書））の記載項

目は以下の通りです。 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

 １ 申込（販売）手続等 

 ２ 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

 １ 資産管理等の概要 

 （１）資産の評価 

 （２）保管 

 （３）信託期間 

 （４）計算期間 

 （５）その他 

 ２ 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

 １ 財務諸表 

 （１）貸借対照表 

 （２）損益及び剰余金計算書 

 （３）注記表 

 （４）附属明細表 

 ２ ファンドの現況 

   純資産額計算書 

第５ 設定及び解約の実績 
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新生・ＵＴＩインドファンド 

追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ/自動けいぞく投資可能 
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新生インベストメント・マネジメント株式会社 
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追加型証券投資信託 新生・ＵＴＩインドファンド 

運 用 の 基 本 方 針 
 
約款第23条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 
 
１．基本方針 

この投資信託は、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なうことを基本とします。 
 
２．運用方法 

(1) 投資対象 

投資信託証券（投資信託の受益証券および外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主な投資

対象とします。 

(2) 投資態度 

① モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の Class A 投資証

券及び証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」の受益証券を主な投資対象とします。 

② 投資信託証券への投資は、高位を維持することを基本とします。 

③ 投資信託証券については、見直しを行なうことがあります。この際、新たに投資信託証券を指定したり、既に

指定されていた投資信託証券を変更したりする場合があります。 

④ 資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に 

支障をきたす水準になったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が 

できない場合があります。 

(3) 投資制限 

① 投資信託証券、短期社債等（社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関

する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といい

ます。以下同じ。）第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第

118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。）およびコマーシャル・

ペーパー以外の有価証券への直接投資は行ないません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、当該投資信託約款又は規約においてファンド・オブ・ファンズにの

み取得されることが記載されている投資信託証券については、信託財産の純資産総額に対する同一銘柄

の時価総額の制限を受けません。 

③ 株式への直接投資は行ないません。 

④ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 

⑤ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に

は、制約されることがあります。 
 
３．収益分配方針 

毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。 

①分配対象額の範囲 

経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

②分配対象額についての分配方針 

委託者が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を

行なわないことがあります。 

③留保益の運用方針 

収益分配に充てず信託財産内に留保した利益（無分配期の利益を含みます。）については、運用の基本方

針に基づき運用を行ないます。 
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追加型証券投資信託  

新生・ＵＴＩインドファンド 約款 

 
（信託の種類､委託者および受託者） 

第１条 この信託は証券投資信託であり、新生イ

ンベストメント・マネジメント株式会社を委

託者とし、住友信託銀行株式会社を受託者と

します。 

 

（信託事務の委託）  

第１条の２ 受託者は、信託法第26条第１項に基

づく信託事務の委任として、信託事務の処理

の一部について、金融機関の信託業務の兼営

等に関する法律（以下「兼営法」といいます。）

第1条第１項の規定による信託業務の兼営の

認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関

係人（兼営法第４条第１項にて準用する信託

業法第29条第２項第１号に規定する利害関係

人をいいます。以下この条において同じ。）を

含みます。）と信託契約を締結し、これを委託

することができます。  

② 前項における利害関係人に対する業務の委託

については、信託財産を害するおそれがない

と認められる場合に行なうものとします。こ

の場合、信託財産を害するおそれがないと認

められる場合とは、利害関係人に対する業務

の委託に係る条件が市場水準等に照らし公正

と認められる条件である場合をいいます。  

 
（信託の目的および金額） 

第２条 委託者は、金11,921,486,833円を、受益者

のために利殖の目的をもって信託し、受託者

はこれを引き受けます。 

 
（信託金の限度額） 

第３条 委託者は、受託者と合意のうえ、金一兆

円を限度として信託金を追加することができ

ます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその

引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度

額を変更することができます。 

 
（信託期間） 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から

第45条第１項、第46条第１項、第47条第１項

および第49条第２項の規定による信託終了の

日または信託契約解約の日までとします。 

 
（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの

勧誘は、証券取引法第２条第３項第１号に掲げ

る場合に該当し、投資信託及び投資法人に関

する法律第２条第13項で定める公募により行

なわれます。 

 
（当初の受益者） 

第６条 この信託契約締結当初および追加信託

当初の受益者は、委託者の指定する受益権取

得申込者とし、第7条により分割された受益権

は、その取得申込口数に応じて、取得申込者

に帰属します。 

 
（受益権の分割および再分割） 

第７条 委託者は、第２条による受益権について

は11,921,486,833口を、追加信託によって生じ

た受益権については、これを追加信託のつど

第8条第１項の追加口数に、それぞれ均等に分

割します。 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。

ただし、社債、株式等の振替に関する法律が

施行された場合には、受託者と協議の上、同

法に定めるところにしたがい、一定日現在の

受益権を均等に再分割できるものとします。 

 
（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方

法） 

第８条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前

営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる

受益権の口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に

属する資産を法令および社団法人投資信託協

会規則に従って時価評価して得た信託財産の

資産総額から負債総額を控除した金額（以下

「純資産総額」といいます。）を、計算日にお

ける受益権総口数で除した金額をいいます。

なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券

（以下「外貨建有価証券」といいます。）預金

その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換

算については、原則としてわが国における計

算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計

算します。 

③ 第25条に規定する予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売

買相場の仲値によるものとします。 

 
（信託日時の異なる受益権の内容） 

第９条 この信託の受益権は、信託の日時を異に

することにより差異を生ずることはありませ

ん。 

 
（受益権の帰属と受益証券の不発行） 
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第10条 この信託のすべての受益権は、社債等の

振替に関する法律（政令で定める日以降「社

債、株式等の振替に関する法律」となった場

合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振

替に関する法律」を含め「社振法」といいま

す。以下同じ。）の規定の適用を受けることと

し、受益権の帰属は、委託者があらかじめこ

の信託の受益権を取り扱うことについて同意

した一の振替機関（社振法第2条に規定する

「振替機関」をいい、以下「振替機関」とい

います。）及び当該振替機関の下位の口座管理

機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」

をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」

といいます。）の振替口座簿に記載または記録

されることにより定まります（以下、振替口

座簿に記載または記録されることにより定ま

る受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替

機関が社振法の規定により主務大臣の指定を

取り消された場合または当該指定が効力を失

った場合であって、当該振替機関の振替業を

承継する者が存在しない場合その他やむを得

ない事情がある場合を除き、振替受益権を表

示する受益証券を発行しません。なお、受益

者は、委託者がやむを得ない事情等により受

益証券を発行する場合を除き、無記名式受益

証券から記名式受益証券への変更の請求、記

名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求、受益証券の再発行の請求を行なわな

いものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受

益権について、振替機関等の振替口座簿への

新たな記載または記録をするため社振法に定

める事項の振替機関への通知を行なうものと

します。振替機関等は、委託者から振替機関

への通知があった場合、社振法の規定にした

がい、その備える振替口座簿への新たな記載

または記録を行ないます。 

 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権

については追加信託のつど、振替機関の定め

る方法により、振替機関へ当該受益権に係る

信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 
（受益権の申込単位および価額） 

第12条 委託者の指定する証券会社および登録

金融機関は、第7条第１項の規定により分割さ

れる受益権を、その取得申込者に対し、委託

者の指定する証券会社および登録金融機関が

定める単位をもって取得申込に応じることが

できるものとします。ただし、別に定める自

動けいぞく投資契約（以下「別に定める契約」

といいます。）を結んだ取得申込者に限り、1

口の整数倍をもって取得申込に応じることが

できるものとします。 

② 前項の取得申込者は委託者の指定する証券会

社または登録金融機関に、取得申込と同時に

または予め、自己のために開設されたこの信

託の受益権の振替を行なうための振替機関等

の口座を示すものとし、当該口座に当該取得

申込者に係る口数の増加の記載または記録が

行なわれます。なお、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関は、当該取得申込の

代金（第4項の受益権の価額に当該取得申込の

口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと

引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係

る口数の増加の記載または記録を行なうこと

ができます。 

③ 第１項の規定にかかわらず、取得申込日がモ

ーリシャスの銀行休業日、インドのムンバイ

証券取引所の休業日、あるいはインドのナシ

ョナル証券取引所の休業日と同日の場合には、

第１項による受益権の取得の申込みに応じな

いものとします。ただし、第40条第２項に規

定する収益分配金の再投資にかかる場合を除

きます。 

④ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日

の翌営業日の基準価額に、手数料および当該

手数料に係る消費税および地方消費税（以下

「消費税等」といいます。）に相当する金額を

加算した価額とします。ただし、この信託契

約締結日前の取得申込にかかる受益権の価額

は、１口につき1円に手数料および当該手数料

に係る消費税等に相当する金額を加算した価

額とします。 

⑤ 前項の手数料の額は、委託者の指定する証券

会社および登録金融機関がそれぞれ独自に定

めるものとします。 

⑥ 第４項の規定にかかわらず、受益者が別に定

める契約に基づいて収益分配金を再投資する

場合の受益権の価額は、原則として、第35条

に規定する各計算期間終了日の基準価額とし

ます。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、委託者は、証券

取引所における取引の停止、外国為替取引の

停止、決済機能の停止、投資対象国における

非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政

策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災

害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦

争など）による市場の閉鎖もしくは流動性の

極端な減少など、その他やむを得ない事情が

あるときは、第1項による受益権の取得申込の

受け付けを中止することおよびすでに受け付

けた取得申込の受け付けを取り消すことがで
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きます。 

 
（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡す

る場合には、当該受益者の譲渡の対象とする

受益権が記載または記録されている振替口座

簿に係る振替機関等に振替の申請をするもの

とします。 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機

関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する

受益権の口数の減少および譲受人の保有す

る受益権の口数の増加につき、その備える

振替口座簿に記載または記録するものとし

ます。ただし、前項の振替機関等が振替先

口座を開設したものでない場合には、譲受

人の振替先口座を開設した他の振替機関等

（当該他の振替機関等の上位機関を含みま

す。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の

振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま

たは記録が行なわれるよう通知するものと

します。 

③ 委託者は、第 1 項に規定する振替について、

当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿に係る

振替機関等と譲受人の振替先口座を開設し

た振替機関等が異なる場合等において、委

託者が必要と認めるときまたはやむをえな

い事情があると判断したときは、振替停止

日や振替停止期間を設けることができます。 

 
（受益権の譲渡の対抗要件） 

第13条の2 受益権の譲渡は、前条の規定による

振替口座簿への記載または記録によらなけれ

ば、委託者および受託者に対抗することがで

きません。 

 
第14条 ＜削除＞ 

第15条 ＜削除＞ 

第16条  ＜削除＞ 

第17条  ＜削除＞ 

第18条  ＜削除＞ 

第19条  ＜削除＞ 

 
（投資の対象とする資産の種類） 

第20条 この信託において投資の対象とする資産

の種類（投資信託及び投資法人に関する法律

施行令第３条各号で定める特定資産の種類を

いいます。）は、次に掲げるものとします。 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権 

ハ．約束手形（証券取引法第２条第１項第８号に

掲げるものを除きます。） 

ニ．金銭を信託する信託の受益権 

② この信託においては、前項イからニに掲げる

資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象と

します。 

イ．為替手形 

 
（有価証券および金融商品の指図範囲等） 

第21条 委託者は、信託金を、主として次の第1号

の外国投資法人の投資証券および第2号の新

生インベストメント・マネジメント株式会社

を委託者とし、住友信託銀行株式会社を受託

者として締結された親投資信託である「新生 

ショートターム・マザーファンド」の受益証

券ならびに次の第3号に掲げる有価証券に投

資することを指図します。 

１．モーリシャス籍の円建て外国投資法人

「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) 

Limited」のClass A投資証券 

２．証券投資信託である「新生 ショートター

ム・マザーファンド」の受益証券 

３．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等

（社債等の振替に関する法律（政令で定める

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」

となった場合は読み替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」

といいます。以下同じ。）第66条第１号に規

定する短期社債、同法第117条に規定する相互

会社の社債、同法第118条に規定する特定社債

および同法第120条に規定する特別法人債を

いいます。） 

② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券

のほか、次に掲げる金融商品により運用する

ことを指図することができます。 

１．預金 

２．指定金銭信託 

３．コール・ローン 

４．手形割引市場において売買される手形 

 
（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第22条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資

するものであり、かつ信託業法、投資信託及

び投資法人に関する法律ならびに関連法令に

反しない場合には、委託者の指図により、受

託者および受託者の利害関係人（兼営法第４

条第１項にて準用する信託業法第29条第２項

第１号に規定する利害関係人をいいます。以

下本条において同じ。）、第26条第２項に定め

る信託業務の委託先およびその利害関係人ま

たは受託者における他の信託財産との間で、

前２条に掲げる資産への投資を、信託財産を

害するおそれがないと認められる取引として
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行なうことができます。 

② 前項に定める信託財産を害するおそれがない

と認められる取引とは、次の各号のいずれか

に該当する場合をいいます。 

１．取引所価格（気配値等を含みます。）等の適

正な価格による取引であること 

２．受託者の店頭に表示する利率等の公正な条

件によること 

３．前２号に該当しない場合で、委託者が適正

な条件であると判断する場合であること 

③ 前２項の取扱いは、第25条、第30条、第31条

および第32条における委託者の指図による取

引についても同様とします。 

 
（運用の基本方針） 

第23条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、

別に定める運用の基本方針にしたがって、そ

の指図を行ないます。 

 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限）  

第 24 条 外貨建有価証券への投資については、

わが国の国際収支上の理由等により特に必

要と認められる場合には、制約されること

があります。  

 

（外国為替予約の指図）  

第25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産

について、当該外貨建資産のヘッジのため、

外国為替の売買の予約を指図することができ

ます。  

 

（信託業務の委託） 

第26条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財

産に属する資産の保管および処分ならびにこ

れに付随する業務の全部または一部について、

金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して

外国において有価証券の保管を業として営む

ものおよびこれらの子会社等で有価証券の保

管を業として営む者に委託することができま

す。 

② 受託者は、前項のうち信託業法第22条第１項

に定める信託業務の委託をするときは、以下

に掲げる基準のすべてに適合するものを委託

先として選定します。 

１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業

務の遂行に懸念がないこと 

２．委託先の委託業務に係る実績等に照らし、

委託業務を確実に処理する能力があると認

められること 

３．信託財産の保管等を委託する場合において

は、当該財産の分別管理を行なう体制が整

備されていること 

４．内部管理に関する業務を適正に遂行するた

めの体制が整備されていること 

③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあた

っては、当該委託先が前項各号に掲げる基準

に適合していることを確認するものとします。 

 
（有価証券の保管） 

第27条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、

法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管

させることができます。 

 

（混蔵寄託） 

第28条 金融機関または証券会社から、売買代金

および償還金等について円貨で約定し円貨で

決済する取引により取得した外国において発

行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金

融機関または証券会社が保管契約を締結した

保管機関に当該金融機関または証券会社の名

義で混蔵寄託できるものとします。 

 

（信託財産の表示および記載の省略） 

第29条 信託財産に属する有価証券については、

委託者または受託者が必要と認める場合のほ

か、信託の表示および記載をしません 

 

（一部解約の請求および有価証券の売却等の指

図） 

第30条 委託者は、信託財産に属する投資信託証

券またはマザーファンドの受益証券にかかる

信託契約の一部解約の請求および信託財産に

属する有価証券の売却等の指図ができます。 

 

（再投資の指図） 

第31条 委託者は、前条の規定による親投資信託

の受益証券の一部解約金、有価証券の売却代

金、有価証券に係る償還金等、有価証券等に

係る利子等およびその他の収入金を再投資す

ることの指図ができます。 

 

（資金の借入れ） 

第32条 委託者は、信託財産の効率的な運用なら

びに運用の安定性をはかるため、一部解約に

伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払

資金の手当てのために借入れた資金の返済を

含みます。）を目的として、または再投資にか

かる収益分配金の支払資金の手当てを目的と

して、資金借入れ（コール市場を通じる場合

を含みます。）の指図をすることができます。

なお、当該借入金をもって有価証券等の運用

は行なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借

入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
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ら信託財産で保有する有価証券の売却代金の

受渡日までの間または受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する金融商品の

解約代金入金日までの間もしくは受益者への

解約代金支払開始日から信託財産で保有する

有価証券等の償還金の入金日までの期間が５

営業日以内である場合の当該期間とし、資金

借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品

の解約代金および有価証券等の償還金の合計

額を限度とします。ただし、資金の借入額は、

借入れ指図を行なう日における信託財産の純

資産総額の10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託

財産から収益分配金が支弁される日からその

翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金

の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 

 

（損益の帰属） 

第33条 委託者の指図に基づく行為により 信託

財産に生じた利益および損失は、すべて受益

者に帰属します。 

 

（受託者による資金の立替え） 

第34条 信託財産に属する有価証券について、借

替がある場合で、委託者の申出があるときは、

受託者は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

有価証券等に係る利子等およびその他の未収

入金で、信託終了日までにその金額を見積り

うるものがあるときは、受託者がこれを立替

えて信託財産に繰り入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、

受託者と委託者との協議によりそのつど別に

これを定めます。 

 

（信託の計算期間） 

第 35 条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 11

日から翌年 12 月 10 日とすることを原則と

します。ただし、第 1 計算期間は信託契約

締結日より平成 19 年 12 月 10 日までとしま

す。 

② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算

期間終了日に該当する日（以下本項において

「該当日」といいます。）が休業日のとき、各

計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、そ

の翌日より次の計算期間が開始されるものと

します。ただし、最終計算期間の終了日は第4

条に定める信託期間の終了日とします。 

 

（信託財産に関する報告） 

第36条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行な

い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行な

い、信託財産に関する報告書を作成して、こ

れを委託者に提出します。 

 

（信託事務等の諸費用） 

第37条 信託財産に関する租税、信託事務の処理

に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要

する費用、借入金の利息および受託者の立替

えた立替金の利息（以下「諸経費」といいま

す。）は、受益者の負担とし、信託財産中から

支弁します。 

② 前項に定める諸経費のほか、以下に定める諸

費用（消費税等に相当する金額を含みます。）

は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁

することができます。 

１.信託財産に係る監査報酬および費用 

２.信託財産に係る法律顧問および税務顧問

に対する報酬および費用 

３.目論見書の作成、印刷および交付に係る費

用 

４.有価証券届出書、有価証券報告書および臨

時報告書の作成、印刷ならびに監督官庁へ

の届出等に係る費用  

５.運用報告書の作成、印刷ならびに監督官庁

への届出等に係る費用  

６.信託約款の変更および解約に関する書面

の作成、印刷、交付ならびに監督官庁への

届出等に係る費用 

７.この信託契約に係る受益者に対して行な

う公告に係る費用 

③ 委託者が前項に定める諸費用の支払いを信託

財産のために行った場合には、支払金額の支

弁を信託財産から受けることができ、また、

現に信託財産のために支払った金額の支弁を

受けることについて、あらかじめ受領する金

額に上限を付することができます。また、信

託財産の規模等を考慮して、かかる上限額を

定期的に見直すことができます。 

④ 委託者はまた、前項に基づいて実際に支払っ

た金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費

用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった

上で、実際の費用額にかかわらず、見積率に

より計算された金額を諸費用とし、信託財産

からその支弁を受けることもできます。この

場合、委託者は、信託財産の規模等を考慮し

て、かかる見積率に上限を付することとし、

その上限の範囲内で、かかる見積率を何時に

ても見直すことができるものとします。 

⑤ 前項の場合において、第2項に定める諸費用と

して規定する額は、信託財産の純資産総額に

年10,000分の10.5の見積率を上限として乗じ
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て得た額とし、第35条に規定する計算期間を

通じて毎日計上し、第38条第２項に規定する

信託報酬支弁と同一の時期に信託財産中から

支弁するものとします。 

 

（信託報酬等の総額） 

第38条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、

第35条に規定する計算期間を通じて毎日、信

託財産の純資産総額に年10,000分の114の率を

乗じて得た額とします。 

② 前項の信託報酬は、計算期間の最初の６ヵ月終

了日（該当日が休業日のときは、翌営業日としま

す。）、毎計算期末または信託終了のとき信託

財産中から支弁するものとし、委託者と受託

者との間の配分は別に定めます。 

③ 第１項の信託報酬に係る消費税等に相当する

金額を信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 

 
（収益の分配方式） 

第39条 信託財産から生ずる毎計算期末における

利益は、次の方法により処理します。 

１．分配金、利子およびこれ等に類する収益か

ら支払利息を控除した額（以下「配当等収益」

といいます。）は、諸経費、諸費用、信託報酬

および当該信託報酬に係る消費税等に相当す

る金額を控除した後その残金を受益者に分配

することができます。なお、次期以降の分配

金にあてるため、その一部を分配準備積立金

として積み立てることができます。 

２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以

下「売買益」といいます。）は、諸経費、諸費

用、信託報酬および当該信託報酬に係る消費

税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の

あるときは、その全額を売買益をもって補て

んした後、受益者に分配することができます。

なお、次期以降の分配にあてるため、分配準

備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損

失は、次期に繰り越します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払

い） 

第40条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ

月以内の委託者の指定する日から、毎計算期

間の末日において振替機関等の振替口座簿に

記載または記録されている受益者（当該収益

分配金にかかる計算期間の末日以前において

一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる

計算期間の末日以前に設定された受益権で取

得申込代金支払前のため委託者の指定する証

券会社または登録金融機関の名義で記載また

は記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に

基づいて収益分配金を再投資する受益者に対

しては、受託者が委託者の指定する預金口座

等に払い込むことにより、原則として、毎計

算期間終了日の翌営業日に収益分配金が委託

者の指定する証券会社および登録金融機関に

支払われます。この場合、委託者の指定する

証券会社および登録金融機関は、受益者に対

し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益

権の取得の申込に応じるものとします。当該

取得により増加した受益権は、第10条第３項

の規定にしたがい、振替口座簿に記載または

記録されます。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資

産総額を受益権口数で除した額をいいます。

以下同じ。）は、信託終了日後1ヵ月以内の委

託者の指定する日から、信託終了日において

振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ

れている受益者（信託終了日以前において一

部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を

除きます。また、当該信託終了日以前に設定

された受益権で取得申込代金支払前のため委

託者の指定する証券会社または登録金融機関

の名義で記載または記録されている受益権に

ついては原則として取得申込者とします。）に

支払います。なお、当該受益者は、その口座

が開設されている振替機関等に対して委託者

がこの信託の償還をするのと引き換えに、当

該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にした

がい当該振替機関等の口座において当該口数

の減少の記載または記録が行なわれます。 

④ 一部解約金（第44条第３項の一部解約の価額

に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいま

す。以下同じ。）は、第44条第1項の受益者の

請求を受け付けた日から起算して、原則とし

て、７営業日目から受益者に支払います。 

⑤ 前各項（第２項を除く。）に規定する収益分

配金、償還金および一部解約金の支払いは、

委託者の指定する証券会社または登録金融機

関の営業所等において行なうものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかか

る収益調整金は、原則として、受益者毎の信

託時の受益権の価額等に応じて計算されるも

のとします。 

 

第41条 ＜削除＞ 

 

（収益分配金および償還金の時効） 

第 42 条 受益者が、収益分配金については第
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40 条第１項に規定する支払開始日から 5 年

間その支払いを請求しないとき、ならびに

信託終了による償還金について第 40 条第３

項に規定する支払開始日から 10 年間その支

払いを請求しないときは、その権利を失い、

受託者から交付を受けた金銭は、委託者に

帰属します。 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い

込みと支払いに関する受託者の免責） 

第 43 条 受託者は、収益分配金については第

40 条第 1 項に規定する支払開始日までに、

償還金については第 40 条第 3 項に規定する

支払開始日までに、一部解約金については

第 40 条第 4 項に規定する支払日までに、そ

の全額を委託者の指定する預金口座等に払

い込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定す

る預金口座等に収益分配金、償還金および一

部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する

支払いにつき、その責に任じません。 

 

（信託の一部解約）  

第44条 受益者（委託者の指定する証券会社およ

び登録金融機関を含みます。以下本条におい

て同じ。）は、自己に帰属する受益権につき、

委託者に委託者の指定する証券会社および登

録金融機関が定める単位（別に定める契約に

かかる受益権または委託者の指定する証券会

社および登録金融機関に帰属する受益権につ

いては１口単位）をもって一部解約の実行を

請求することができます。ただし、モーリシ

ャスの銀行休業日、インドのムンバイ証券取

引所の休業日、あるいはナショナル証券取引

所の休業日と同日の場合には、受益権の一部

解約の実行の請求の受け付けは行ないません。  

② 委託者は、前項の一部解約の実行の請求を

受け付けた場合には、この信託契約の一部

を解約します。なお、前項の一部解約の実

行の請求を行なう受益者は、その口座が開

設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求に係るこの信託契約の一部解約を

委託者が行なうのと引き換えに、当該一部

解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定にし

たがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行なわれま

す。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の

請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価

額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保

額として控除した価額とします。 

④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約

に係る一部解約の実行の請求を受益者がする

ときは、委託者の指定する証券会社または登

録金融機関に対し、振替受益権をもって行な

うものとします。ただし、平成19年1月4日以

降に一部解約金が受益者に支払われることと

なる一部解約の実行の請求で、平成19年1月4

日前に行なわれる当該請求については、振替

受益権となることが確実なこの信託の受益証

券をもって行なうものとします。 

⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、

外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資

対象国における非常事態（金融危機、デフォ

ルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制

の導入、自然災害、クーデターや重大な政治

体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少など、その他やむ

を得ない事情があるときは、第1項による一部

解約の実行の請求の受け付けを中止すること

およびすでに受け付けた一部解約の実行の請

求の受け付けを取り消すことができます。 

⑥ 前項により一部解約の実行の請求の受け付

けが中止された場合には、受益者は当該受け

付け中止以前に行なった当日の一部解約の実

行の請求を撤回できます。ただし、受益者が

その一部解約の実行の請求を撤回しない場合

には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受け付け中止を解除した後の最初の基準価額

の計算日に一部解約の実行の請求を受け付け

たものとして第3項の規定に準じて計算され

た価額とします。 

 

（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 44 条の 2 振替機関等の振替口座簿の質権口

に記載または記録されている受益権にかか

る収益分配金の支払い、一部解約の実行の

請求の受付け、一部解約金および償還金の

支払い等については、この約款によるほか、

民法その他の法令等にしたがって取り扱わ

れます。 

 
（信託契約の解約） 

第45条 委託者は、信託期間中において、信託契

約の一部を解約することにより受益権の口数

が10億口を下回った場合またはこの信託契約

を解約することが受益者のため有利であると

認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この信

託契約を解約し、信託を終了させることがで

きます。この場合において、委託者は、あら

かじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届

け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、
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解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨

を記載した書面をこの信託契約に係る知られ

たる受益者に対して交付します。ただし、こ

の信託契約に係るすべての受益者に対して書

面を交付したときは、原則として、公告を行

ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の

期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第1項の信託契約の解約をしま

せん。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこと

としたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面をこの信託契約に係る知られたる受益者に

対して交付します。ただし、この信託契約に

係るすべての受益者に対して書面を交付した

ときは、原則として、公告を行ないません。 

⑥ 第３項から前項までの規定は、信託財産の状

態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて

いる場合であって、第３項の一定の期間が一

月を下らずにその公告および書面の交付を行

なうことが困難な場合には適用しません。 

 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第46条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の

解約の命令を受けたときは、その命令にした

がい、信託契約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信

託約款を変更しようとするときは、第50条の

規定にしたがいます。 

 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 

第47条 委託者が監督官庁より認可の取消を受け

たとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託

を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信

託契約に関する委託者の業務を他の投資信託

委託業者に引き継ぐことを命じたときは、こ

の信託は、第50条第４項の規定に該当する場

合を除き、当該投資信託委託業者と受託者と

の間において存続します。 

 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第48条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡

することがあり、これに伴い、この信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。 

② 委託者は、分割により事業の全部または一部

を承継させることがあり、これに伴い、この

信託契約に関する事業を承継させることがあ

ります。 

 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 

第49条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任

務を辞任することができます。この場合、委

託者は、第50条の規定にしたがい、新受託者

を選任します。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了さ

せます。 

 
（信託約款の変更） 

第50条 委託者は、受益者の利益のため必要と認

めるときまたはやむを得ない事情が発生した

ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款

を変更することができるものとし、あらかじ

め、変更しようとする旨およびその内容を監

督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容

が重大なものについて、あらかじめ、変更し

ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面をこの信託約款

に係る知られたる受益者に対して交付します。

ただし、この信託約款に係るすべての受益者

に対して書面を交付したときは、原則として、

公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議の

ある者は一定の期間内に委託者に対して異議

を述べるべき旨を付記します。なお、一定の

期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の

受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を

超えるときは、第１項の信託約款の変更をし

ません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこと

としたときは、変更しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に対して交付します。

ただし、全ての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行ないません。 

 

（反対者の買取請求権） 

第51条 第45条に規定する信託契約の解約または

前条に規定する信託約款の変更を行なう場合

において、第45条第3項または前条第3項の一

定の期間内に委託者に対して異議を述べた受

益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益

権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求

することができます。この買取請求権の内容

および買取請求の手続に関する事項は、第45

条第2項または前条第2項に規定する公告また
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は書面に付記します。 

 
（公告） 

第52条 委託者が受益者に対してする公告は、日

本経済新聞に掲載します。 

 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第53条 この信託約款の解釈について疑義を生じ

たときは、委託者と受託者との協議により定

めます。 

 

（付 則） 

第１条 この約款において、「自動けいぞく投資契

約」とは、この信託について受益権取得申込

者と委託者の指定する証券会社および登録金

融機関が締結する「自動けいぞく投資契約」

と別の名称で同様の権利義務関係を規定する

契約を含むものとします。この場合、「自動け

いぞく投資契約」は当該別の名称に読み替え

るものとします。 

 

第２条 第40条第6項に規定する「収益調整金」

は、所得税法施行令第27条の規定によるもの

とし、受益者毎の信託時の受益権の価額と元

本との差額をいい、原則として、追加信託の

つど当該口数により加重平均され、収益分配

のつど調整されるものとします。また、同条

同項に規定する「受益者毎の信託時の受益権

の価額等」とは、原則として、受益者毎の信

託時の受益権の価額をいい、追加信託のつど

当該口数により加重平均され、収益分配のつ

ど調整されるものとします。 

 

第3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、

第11条、第13条（受益証券の種類）から第19

条（受益証券の再交付の費用）の規定および

受益権と読み替えられた受益証券に関する規

定は、委託者がやむを得ない事情等により受

益証券を発行する場合には、なおその効力を

有するものとします。 

 

信託契約締結日 平成18年12月27日 

 

東京都千代田区内幸町二丁目１番８号 

委託者 新生インベストメント･マネジメント 

株式会社 

 

大阪府大阪市中央区北浜四丁目 5 番 33 号 

受託者 住友信託銀行株式会社 
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（参考） 金融商品取引法等の施行に伴う信託約款について 

 

金融商品取引法ならびに同法に関連して改正される投資信託及び投資法人に関する法律が施行された

場合には、信託約款中の（委託者の認可取消等に伴う取扱い）の規定につきましては、規定していた

法令が投資信託及び投資法人に関する法律から金融商品取引法に変更となる部分を含みますので、以

下の通りお読み替えください。（下線部は変更部分を示します。） 

 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 47 条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社

に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第50条第４項の規定に該当する場合を除き、当該投資信

託委託会社と受託者との間において存続します。 
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運用報告書 投資信託の運用期間中の運用実績や経過、信託財産の内容、
有価証券売買状況などについて一定期間ごとに投資信託委託
会社により作成され、取扱い販売会社を通じて投資家に交付
される報告書です。 

会社型投資信託 投資信託自体が投資を目的とした投資法人（株式会社）を設
立し、投資証券（株券）を発行して投資主（株主）を募集し
ます。投資証券を購入した投資主は、その投資法人の株主に
なり、その会社の投資運用による収益等の分配を受ける形態
の投資信託です。 

解約 

 

投資家が証券会社など販売会社を通じて投資信託委託会社
（運用会社）に対して信託契約の解除を請求する換金方法で、
直接解約請求ともよばれます。 

解約価額 投資信託を解約する際の税引き前の価額です。信託財産留保
額がある場合は、基準価額から信託財産留保額を差し引いた
価額になります。 

為替ヘッジ 将来のある時点で事前に決められた一定の交換レートで外貨
を売り、円を買う取引を行うことで、保有する外貨建て資産
の為替変動に係るリスクを回避することをいいます。 

基準価額  投資信託の時価を表すものです。基準価額は、その日の投資
信託の純資産総額を受益権総口数で割って計算され、日々変
動します。なお、当初１口が１円で始まる投資信託は１万口
当たりの価額で表示することが一般的です。 

繰上げ償還 信託約款に定められた信託期間（運用期間）の満了日前に投
資信託が償還されることを繰上げ償還といいます。 

個別元本 受益者毎の投資信託取得時の単価をいい（申込手数料（税込）
は含まれません。）、複数回取得した場合は、追加取得のつど、
取得口数に応じて加重平均されます。 

収益分配 投資信託の決算期に、運用の結果あげられた収益などを受益
証券の口数に応じて受益者に分配することをいいます。追加
型株式投資信託では、課税扱いとなる普通分配金と、「元本の
一部払戻しに相当する部分」として非課税扱いとなる特別分
配金があります。 

受益証券  契約型投資信託における当該投資信託の保有者である受益者
の受益権を表わす証券のことです。 

純資産総額 信託財産の資産を時価で評価した金額から負債金額を控除し
たものをいいます。 

償還 投資信託の信託期間（運用）が終了し受益者に金銭が返還さ
れることをいいます。 

信託期間  各投資信託ごとに定められた投資信託の運用期間をいいま
す。有期限のものと期間の定めのない無期限のものとがあり
ます。 
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信託財産  投資信託として運用される資産のことをいいます。信託財産
は受託会社により保管・管理されます。 

信託財産留保額  投資信託を中途解約する投資家から徴収する一定の金額で、
信託財産に繰り入れます。これにより、引続き投資を続ける
投資家との公平性の確保を図っています。 

信託報酬 投資家が、投資信託の運用・管理にかかる費用として信託財
産の中から日々間接的に負担する費用です。信託報酬は投資
信託会社（委託者）・受託者（信託銀行）・販売会社の業務に
対する対価として支払われます。 

信託約款 契約型投資信託において投資信託委託会社と受託会社との間
に締結され、信託契約が記されています。 

投資信託証券 一般に、投資信託証券とは、契約型の投資信託（投資信託ま
たは外国投資信託）の受益証券や会社型の投資信託（投資法
人および外国投資法人）の投資証券をいいます。 

投資信託説明書 

(目論見書) 

投資信託の募集・販売の際に用いられる当該投資信託の募集
要項や費用、運用に係る内容等を記載した説明書のことです。
証券取引法では、投資信託会社に対し目論見書の作成義務、
販売会社に対し交付義務を課し投資家の投資判断材料として
提供されることになっています｡目論見書ともいいます。 

トップダウン・ 

アプローチ 

経済・金利・為替などのマクロ的な投資環境の予測から、資
産配分や業種別配分を決定し、その後個別銘柄の選別を行う
運用手法です。 

トラッキング・ 

エラー 

資産運用において、ベンチマークに対するリターンがどれだ
け振れたのかを示す指標です。 

分配金再投資 

（累積投資） 

投資信託が収益分配を行うつど、その課税処理後の収益分配
金を同一の投資信託に速やかに再投資する仕組みをいいま
す。収益分配金を再投資するか（分配金再投資コース）、収益
分配金を受け取ることとするか（分配金受取りコース）につ
いては、投資家が投資信託の取得申込時に選択します。ただ
し、分配金再投資専用にしている投資信託や、分配金再投資
の取扱いを行わないこととしている投資信託もあります。分
配金再投資とする場合は、投資家と販売会社とで分配金再投
資に関する取決めを行います。 

ベンチマーク 投資信託の運用を行うにあたり、目標とする指標をいいます。
アクティブ型ファンドの場合は、ベンチマークを上回る投資
成果を目指し、インデックス型ファンドの場合はベンチマー
クとの連動を目指します。 

ボトムアップ・ 

アプローチ 

個別企業の調査・分析から企業の将来性を判断し、投資判断
を行う運用手法です。 

 



                      投資信託説明書         

                                 [ 請求目論見書 ] 

                                             2007.09 

 

 

 

新生・ＵＴＩインドファンド 
追加型証券投資信託 / ファンド・オブ・ファンズ / 自動けいぞく投資可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定・運用は 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

 
本書は証券取引法第13 条の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。 



 

 

この投資信託説明書（目論見書）により行なう「新生・ＵＴＩインドファンド」の募集について

は、委託会社は、証券取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届出書

を平成 18 年 11 月 16 日に関東財務局長に提出しており、平成 18 年 12 月 2 日にその効

力が発生しております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を

平成 18 年 12 月 20 日、平成 19 年１月 10 日、平成 19 年１月 31 日、平成 19 年２月９日、

平成 19 年３月８日、平成 19 年３月 26 日および平成 19 年５月 31 日に関東財務局長に

提出しております。  

 

 

「新生・ＵＴＩインドファンド」は、主に投資信託証券に投資を行ない、投資対象

とする投資信託証券は、主にインドの株式を投資対象としていますが、その他

の有価証券に投資することもあります。ファンドの基準価額は、組み入れた株

式やその他の有価証券の値動き、為替相場の変動等の影響により基準価額

が下落し、損失を被ることがあります。 

＃.ファンドに生じた損益はすべて受益者に帰属します。 

＃.元本が保証されているものではありません。                           

＃.一定の収益や投資利回り等成果が約束されているものではありません。 

 

投資信託をご購入の際の注意事項 

 

・投資信託は預金保険または保険契約者保護機構の対象ではありません。 

・証券会社以外の金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の

支払対象ではありません。 

・投資信託は金融機関の預金と異なり、元本および利息の保証はありません。 

・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様が負

うことになります。 
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第１【ファンドの沿革】 

平成 18 年 12 月 27 日ファンドの信託契約締結、運用開始 

第２【手続等】 

１【申込（販売）手続等】 

① 取得申込み手続き 

・販売会社の営業日は、原則として、いつでも申込みが可能です。 

・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販売

会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた

場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

 

取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、当該取得申込者が受益

権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者

に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込み

の代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または

記録を行うことができます。 

② 取得申込不可日 

継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当す

る場合は、取得のお申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせくだ

さい。 

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 

③ 申込単位 

申込単位につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わせくださ

い。 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９：00～17：00（年末年始の半休日となる場合は９：00～12：00） 

④ コースの選択 

収益分配金の受取方法によって、「分配金再投資コース」と「分配金受取りコース」の２通りが

あります。なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いと

なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 

「分配金再投資コース」 

・お申込みの際に、販売会社との間で「自動けいぞく投資契約」を結んでいただきます。別の

名称で当該契約と同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり

ます。 

・収益分配金は、原則として各計算期間終了日の基準価額で再投資されます。手数料はか

かりません。 

「分配金受取りコース」 

お申込みの際に、販売会社に取引口座を開設のうえ、お申込ください。 

⑤ 申込金額 

・取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、お申込手数料

と当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額です。 

・お申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。 
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⑥ 申込手数料 

お申込手数料につきましては、3.675％（税抜 3.50％）を上限として販売会社が定めるものとし

ます。販売会社ないしは委託会社の「③ 申込単位」の照会先にお問い合わせください。 

⑦ 取得申込の受付の中止、既に受付けた取得申込の受付の取消 

証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国に

おける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自

然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉鎖もしくは流動性

の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得のお申込みの受付を中止す

ること、および既に受け付けた取得のお申込みの受付を取り消すことができます。 

 

２【換金（解約）手続等】 

① 換金の請求 

・販売会社の営業日は、原則として、いつでも換金が可能です。 

・原則として、午後３時（わが国の証券取引所が半休日となる場合は午前 11 時）までに、販売

会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。なお、上記時刻を過ぎた

場合は、翌営業日の取扱いとなります。 

換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に

係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振

替機関等の口座において当該口座の減少の記載または記録が行なわれます。 

なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。 

② 換金請求不可日 

販売会社の営業日であっても、換金請求日が下記のいずれかに該当する場合は、換金の請

求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

●モーリシャスの銀行休業日 

●インドのムンバイ証券取引所の休業日 

●インドのナショナル証券取引所の休業日 

③ 換金制限 

ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大

口の換金には受付時間制限および金額制限を行う場合があります。詳しくは、販売会社にお

問い合わせください。 

④ 換金単位 

販売会社が定める単位を持って換金できます。 

※販売会社によっては、換金単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。 

⑤ 解約価額 

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％の率を

乗じて得た額）を控除した価額とします。 

⑥ 手取額 

１口当たりのお手取額は、解約価額から所得税および地方税（当該解約価額が受益者毎の

個別元本を超過した額に対し 10％）を差し引いた金額となります。 

※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合がありま

す。 

⑦ 支払開始日 

お手取額は、原則として、解約請求受付日から起算して７営業日目からお支払いします。 
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⑧ 解約申込の受付の中止、既に受け付けた解約申込の受付の取消  

・委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、

投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む

規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）による市場の閉

鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受

付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。 

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日およびその前営業日

の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の実行の請求を撤回しな

い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の

計算日（この計算日が解約の請求を受けない日であるときは、この計算日以降の最初の解

約の請求を受け付けることができる日とします。）に解約の請求を受け付けたものとして取り

扱います。 

第３【管理及び運営】 

１【資産管理等の概要】 

（１）【資産の評価】 

１）基準価額の算出 

基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則に従って

時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」と

いいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 

ファンドは便宜上、基準価額を、１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。 

２）有価証券などの評価基準 

・ 信託財産に属する資産については、法令および社団法人投資信託協会規則に従って 

  時価評価します。 

・ 証券投資信託である「新生 ショートターム・マザーファンド」受益証券は、原則として、基 

  準価額計算日の基準価額で評価します。 

・ モーリシャス籍の円建て外国投資法人「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited」の 

Class A 投資証券は、原則として、基準価額計算日に知りうる直近の営業日の基準価額で

評価します。 

・ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算につ

いては、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し

ます。 

３）基準価額の算出頻度と公表 

・ 基準価額は委託会社の営業日において日々算出され、委託会社および販売会社などで

入手することができます。 

・ 直近の基準価額につきましては、販売会社ないしは委託会社の下記照会先にお問い合わ

せください。 

 

新生インベストメント・マネジメント株式会社 

ホームページ アドレス  http://www.shinsei-investment.com 

電話番号 03-5157-5549 

委託会社の営業日９：00～17：00（年末年始の半休となる場合は 9：00～12：00） 

また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊「オープン基準価格」欄に略称「Ｕ

インド」として当ファンドの基準価額が掲載されます。 
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（２）【保管】 

該当事項はありません。 

（３）【信託期間】 

無期限とします（平成 18 年 12 月 27 日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解

約し、信託を終了させることがあります。 

（４）【計算期間】 

毎年12月11日から翌年12月10日とすることを原則とします。ただし、各計算期間終了日が休

業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始

されるものとします。 

※第1計算期間は信託契約締結日より平成19年12月10日までとします。 

（５）【その他】 

① 信託の終了（繰上償還） 

１）委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が

10 億口を下回った場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認

めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を

解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

２） 委託者は、上記１）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その

旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この

信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ない

ません。 

３）上記２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

４）上記３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、上記１）の信託契約の解約をしません。 

５） 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由

を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し

て交付します。 

ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 

６）上記３）から上記５）までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生

じている場合であって、上記３）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付

を行うことが困難な場合には適用しません。 

７） 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し信託を終了させます。 

８） 委託者が監督官庁より認可※の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと

きは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

※なお、金融商品取引法等が施行された場合には、認可を登録と読み替えます。 

９）上記８）の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投

資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述②信託約款の変更規定４）

の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続しま

す。 

１０） 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託

者は、後述② 信託約款の変更規定にしたがい、新受託者を選任します。委託者が新受託

者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
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１１） 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

② 信託約款の変更 

１）委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行う

際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 

２）委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ

うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係

る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対

して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

３）上記２）の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

４）上記３）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二

分の一を超えるときは、上記１）の信託約款の変更をしません。 

５）委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を

公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、

全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

６）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記１）か

ら５）までの規定にしたがいます。 

７）委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

８）委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録

を申請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なも

のとして上記１）から５）までの規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿

の記載または記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をし

ている受益者へは、上記２）の書面の交付を原則として行ないません。 

③ 異議の申立て 

１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に

対して所定の手続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益

者の受益権口数が受益権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変

更は行ないません。 

２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理

由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面

を交付した場合は、原則として公告を行ないません。 

３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一

以下で、繰上償還、信託約款の変更を行う場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、

自己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。 

４）委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

④ 償還金について 

１）償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日

が休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日目）から受益者に支払われます。 

２）償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。 

⑤ 運用報告書の作成 

委託会社は、毎決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価

証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成し、当該信託に係る知られたる受益者に

交付します。 

⑥ 関係法人との契約について 
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販売会社との「投資信託受益権の募集等の取扱いに関する契約」の有効期間は契約日より１

年間とします。ただし、期間満了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の

意思表示がないときは、自動的に１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 

２【受益者の権利等】 

受益者の有する主な権利は次の通りです。 

（１）収益分配金・償還金受領権 

・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領

する権利を有します。 

・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開

始日から 10 年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属しま

す。 

（２）解約請求権 

受益者は、受益権の解約を販売会社を通じて、委託会社に請求することができます。 

（３）帳簿閲覧権 

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲

覧を請求することができます。 
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第４【ファンドの経理状況】 

 

（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和 52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の３及び第 57 条の２の規定により、「投

資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しておりま

す。 

なお、中間財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。 

 

（２）当ファンドは、証券取引法第 193 条の２の規定に基づき、第１期中間計算期間（平成 18 年 12

月 27 日（設定日）から平成 19 年６月 26 日まで）の中間財務諸表について、監査法人ト－マツ

による中間監査を受けております。 
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1【財務諸表】 

新生・UTI インドファンド 中間財務諸表 

（１）【中間貸借対照表】 

第１期中間計算期間 

（平成 19 年６月 26 日現在） 区分 

 金額（円） 

資産の部 

 流動資産 

  コール・ローン 

  投資証券 

  親投資信託受益証券 

  未収利息    

 

 

397,128,852

48,406,880,399

300,589,773

4,025

 流動資産合計 49,104,603,049

資産合計 49,104,603,049

負債の部 

 流動負債 

  未払解約金 

  未払受託者報酬 

  未払委託者報酬 

  その他未払費用 

257,360,417

8,171,729

178,143,619

8,171,675

 流動負債合計 451,847,440

負債合計 451,847,440

純資産の部 

 元本等 

  元本 

  剰余金 

   中間剰余金 

41,529,522,666

7,123,232,943

純資産合計 48,652,755,609

負債・純資産合計 49,104,603,049
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】 

第１期中間計算期間 

(自平成 18 年 12 月 27 日（設定日） 

至平成 19 年６月 26 日） 
区分 

 金額（円） 

営業収益 

 受取利息 

 有価証券売買等損益 

615,918

7,825,470,172

営業収益合計 7,826,086,090

営業費用 

 受託者報酬 

 委託者報酬 

 その他費用 

8,171,729

178,143,619

8,171,675

営業費用合計 194,487,023

営業利益金額 7,631,599,067

経常利益金額 7,631,599,067

中間純利益金額 

一部解約に伴う中間純利益金額分配額 

剰余金増加額 

(中間一部解約に伴う剰余金増加額) 

(中間追加信託に伴う剰余金増加額) 

剰余金減少額 

(中間一部解約に伴う剰余金減少額) 

(中間追加信託に伴う剰余金減少額) 

7,631,599,067

291,498,191

46,897,554

          （46,897,554）

（-）

263,765,487

              （-）

（263,765,487）

中間剰余金 7,123,232,943

 

 

（３）【中間注記表】 

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 

項目 

第１期中間計算期間 

（自平成 18 年 12 月 27 日（設定日） 

至平成 19 年６月 26 日） 

１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券及び親投資信託受益証券 

移動平均法に基づき、時価で評価しております。 

時価評価にあたっては、中間計算期間末日に知り 

うる直近の日の投資信託受益証券の基準価額に基 

づいて評価しております。 

２．その他中間財務諸表作成のための 

基本となる重要な事項 

ファンドの中間計算期間 

当ファンドの計算期間は原則として、毎年 12 月 

11 日から翌年 12 月 10 日までとしておりますが、 

第１期中間計算期間は期首が設定日のため平成 

18 年 12 月 27 日から平成 19 年６月 26 日までと 

なっております。 
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（中間貸借対照表に関する注記） 

項目 
第１期中間計算期間 

（平成 19 年６月 26 日現在） 

１. 当該中間計算期間の末日における 

受益権総数 

 

２．１口当たり純資産額 

(１万口当たり純資産額） 

41,529,522,666 口

1.1715 円

           （11,715 円）

  

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記） 

第１期中間計算期間 

(自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年６月 26 日） 

該当事項はありません。 

 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

第１期中間計算期間 

（自平成 18 年 12 月 27 日（設定日）至平成 19 年６月 26 日） 

該当事項はありません。 

   

（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における元本額の変動 

項目 
第１期中間計算期間 

（平成 19 年６月 26 日現在） 

設定元本額 

期中追加設定元本額 

期中一部解約元本額 

11,921,486,833 円 

33,320,918,870 円 

3,712,883,037 円 

 

２ 有価証券関係 

第１期中間計算期間 

（平成 19 年６月 26 日現在） 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

第１期中間計算期間 

(平成 19 年６月 26 日現在） 

該当事項はありません。 
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 ＜参考＞ 

 本報告書の開示対象ファンド（新生・ＵＴＩインドファンド）（以下「当ファンド」とい

う。）は、モーリシャス籍の円建て外国投資法人である「Shinsei ＵＴＩ India Fund 

(Mauritius) Limited」の Class A 投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産

の部に計上された「投資証券」は、同外国投資法人の投資証券です。同外国投資法人の第

１期計算期間は、平成 18 年 11 月 17 日より平成 19 年３月 31 日であり、現地の法律に基づ

いて作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より入手し、委託会社が原文を翻訳して

おります。  

 また、当ファンドは「新生 ショートターム・マザーファンド」（以下「マザーファンド」

という。）の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投

資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算日

における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対

象外であります。
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新生 ショートターム・マザーファンドの状況 

 

（１）貸借対照表 

(平成 19 年６月 26 日現在) 
区分 

金額（円） 

資産の部 

 流動資産 

  コール・ローン 

  国債証券 

  未収利息 

900,763

299,682,500

9

 流動資産合計 300,583,272

資産合計 300,583,272

負債の部 

負債合計 -

純資産の部 

 元本等 

  元本 

  剰余金 

   剰余金 

299,870,085

713,187

純資産合計 300,583,272

負債・純資産合計 300,583,272
 
 
（２）注記表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

項目 
(自平成 18 年 12 月 27 日 

至平成 19 年６月 26 日 

有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券 

個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価 

にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する 

価格等で評価しております。 

   

 

（貸借対照表に関する注記） 

項目 （平成 19 年６月 26 日現在） 

 

１.計算日における受益権総数 

２.１口当たり純資産額 

（1 万口当たり純資産額） 

     299,870,085 口

       1.0024 円

          （10,024 円）
 

 

（重要な後発事象に関する注記） 

(自平成 18 年 12 月 27 日  至平成 19 年６月 26 日） 

該当事項はありません。 
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（その他の注記） 

１ 開示対象ファンドの中間計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び計算日 

の元本の内訳 

項目 （平成 19 年６月 26 日現在） 

 

同中間計算期間の設定元本額 

同中間計算期間の追加設定元本額 

同中間計算期間の一部解約元本額 

同中間計算期間末日の元本額※ 

※上記元本額の内訳 

(新生・UTI インドファンド） 

100,000,000 円

199,870,085 円

0 円

299,870,085 円

299,870,085 円

 

２ 有価証券関係 

（平成 19 年６月 26 日現在） 

該当事項はありません。 

 

３ デリバティブ取引関係 

（平成 19 年６月 26 日現在） 

該当事項はありません。 
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＜参考＞ 
新生 ショートターム・マザーファンドの投資状況 
以下の運用状況は平成 19 年 7 月 31 日現在です。 
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 
  
（１）投資状況 

投資資産の種類 国/地域 時価合計（円） 投資比率（％） 
国債証券   日本 299,876,400 99.7 
コール・ローン等、その他資産 
（負債控除後） 

 
 901,094 0.3 

合計（純資産総額） 300,777,494 100.0 
    

  

（２）投資資産 

 ① 投資有価証券の主要銘柄 

イ 評価額上位銘柄明細 

＜国債証券＞ 

利率（％） 券面総額 簿価金額（円） 評価金額（円） 
投資

比率
国/ 

地域 
銘柄名 種類 

償還期限 （円） 単価 金額 単価 金額 （％）

日本 
第 449 回 

政府短期証券 

国債

証券 2007-8-13
100,000,000 99.87 99,872,80099.9858 99,985,800 33.2

日本 
第 454 回 

政府短期証券 

国債

証券 2007-9-10
200,000,000 99.85199,703,60099.9453 199,890,600 66.5

  

ロ 種類別及び業種別の投資比率 

種類別 業種 投資比率（％） 

国債証券 － 99.7 

合計 99.7 

   

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 

   

③ その他投資資産の主要なもの 

該当事項はありません。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

財務諸表 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度          

 

目次 （当財務諸表内におけるページ）

企業データ 1

取締役報告書 2

会社書記報告書 3

監査人報告書 4-5

貸借対照表 6

損益計算書 7

株主資本変動報告書 8

キャッシュフロー報告書 9

財務諸表注記 10-22
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

企業データ                    （当財務諸表内における１ページ） 

 

取締役：Mr. Gervais Gua           （2006 年 11 月 17 日就任）(2007 年 2 月 29 日辞任) 

        Mr. Mark Sebastian Law   （2006 年 11 月 17 日就任） 

        Mr. Sanjay Sachdev        （2006 年 11 月 17 日就任） 

        Mr. Upendra Kumer Sinha   （2006 年 11 月 17 日就任） 

        Mr. Hilani Kerr            （2006 年 11 月 17 日就任） 

        Mr. Dolip Gooljar          （2006 年 11 月 17 日就任） 

 

会社書記：   Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Ltd. 

             4th Floor, Barkly Wharf East 

             La Caudan Waterfront 

             Port Louis 

             Mauritius 

 

登記上の本社： 4th Floor, Barkly Wharf East 

             La Caudan Waterfront 

             Port Louis 

             Mauritius 

 

監査人：    Ernst & Young 

                1st Floor, Anglo Mauritius House 

                4 Intendance Street, 

                Port Louis 

                Mauritius 

 

証券保管機関： Deutsche Bank AG Mumbai 

                5th Floor, Nicolas Piramal Tower 

                Peninsula Corporate Bank 

                Ganpatrao Kodam Marg 

                Off. Senapati Bapat Marg 

                Lower Parel 

                Mumbai 400013 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

取締役報告書                    （当財務諸表内における 2 ページ） 

当会社の取締役は、2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度に

関する監査済み財務諸表とともに、ここに取締役の報告書を提出いたします。 

 

主要な事業活動 

当会社の主要事業活動は投資保有事業であります。 

 

収益及び配当 

当期の収益は（当財務諸表内における）7 ページに記載されております。 

当期につきましては、取締役といたしましては、配当の支払を提案いたしておりません。 

 

財務諸表に関する取締役の責任の表明 

会社法は、取締役に対して、当会社の財務状況、業績及びキャッシュフローを公正に表示

する、各事業年度に関する財務諸表を作成する義務を課しております。 

 

取締役は、2001 年会社法(Companies Act)を遵守して財務諸表を作成する責任を負っており

ます。財務諸表作成にあたって、取締役は、 

・ 適切な会計処理方針を選択し且つ一貫してその方針を適用して参りました。 

・ 合理的且つ慎重な判断及び見積を行いました。 

・ 財務諸表において開示且つ説明された乖離以外は、国際財務報告基準に準拠したことを

表明しました。 

・ 継続企業（ゴーイング・コンサーン）基準に従って、財務諸表を作成しました。 

 

当会社の取締役は、適正な会計記録を作成且つ保存する責任を負っており、当該会計記録

は常に当会社の財務状況を合理的範囲における正確性をもって開示しており、取締役とし

て財務諸表が 2001 年会社法を遵守していることを保証することが出来るものであります。

取締役はまた、当グループおよび当会社の資産を保全する責任を負っており、そのために

詐欺的行為及びその他の異常事態の防止及び発見のための合理的な措置を取る責任を負っ

ております。 

 

取締役会の命を受けて 

（サイン） 

Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited 

会社書記 

日付：2007 年 6 月 11 日 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

2001 年会社法第 166 節(D)に基づく会社書記報告書   （当財務諸表内における 3 ページ） 

 

当会社書記は、当会社書記が知り且つ信ずる限りにおいて、当会社が会社登記官に対して、

2006 年 11 月 17 日（会社設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度における、2001 年

会社法に基づいて当会社が要求される全ての結果報告を提出したことを証明いたします。 

 

Deutsche International Trust Corporation (Mauritius) Limited 

会社書記 

 

登記上の本社 

4th Floor, Barkly Wharf East 

La Caudan Waterfront 

Port Louis 

Mauritius 

 

日付：2007 年 6 月 11 日 
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新生・UTI ファンドファンド（モーリシャス）株式会社 

株主に対する監査人の監査報告書          （当財務諸表内における 4 ページ） 

財務諸表に関する報告 

 

当監査法人は、（当財務諸表内における）第 6 ページから第 22 ページまでに記載された、

2007 年 3 月 31 日時点における貸借対照表及び同日に終了した事業年度に関する損益計算書、

株主勘定変動計算書及びキャッシュフロー証明書並びに重要な会計方針及びその他の注記

により構成される、新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社の財務諸表を監査

した。 

 

財務諸表に関する取締役の責任 

 

取締役は、財務諸表を国際財務報告基準並びに 2001 年会社法の要求に則って作成且つ公正

に表示する責任を負っている。この責任には、詐欺又は錯誤を問わず、重大な誤りを含む

表明の無い財務諸表の作成及び公正な表示に関する内部管理制度の設計、実施及び維持、

適切な会計方針の選択及び適用並びに置かれた状況下において合理的な会計上の見積を行

うことが含まれる。 

 

監査法人の責任 

 

当監査法人の責任は、当監査法人監査に基づいて、財務諸表に関する意見を表明すること

にある。当監査法人は国際会計基準に従って監査を実施した。この基準は、当監査法人に

対して、倫理基準を遵守し、財務諸表に重大な誤りが無いか否かに関する合理的な保証を

得るために監査を計画し実施することを義務付けている。 

 

監査には、財務諸表における金額並びに開示に関する監査上の証拠を得る手続を実施する

ことが含まれる。詐欺的行為又は錯誤による場合を問わず、財務諸表上の重大な誤りのリ

スクを含めて、選択された監査手続は当監査人の判断によるものである。これらのリスク

評価を行うに当って、当該状況下において適切な監査手続を計画するために、当監査法人

は、当会社の財務諸表の作成並びに公正な表示に関する内部管理の状況を考慮するが、こ

れは当会社の内部管理の有効性に関する意見を表明することを目的とするものではない。 

また、監査においては、使用された会計基準の適切性並びに経営者による会計上の見積の

合理性に関する評価並びに財務諸表の全般的表示に関する評価も含まれる。 

 

当監査法人は、当監査法人が入手した監査上の証拠は、当監査法人による監査意見を提出

する目的上十分且つ適切なものであると考えている。 
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新生・UTI ファンドファンド（モーリシャス）株式会社 

株主に対する監査人の監査報告書          （当財務諸表内における 5 ページ） 

 

意見 

 

当監査人の見解によれば、（当財務諸表内における）第 6 ページから第 22 ページに表示さ

れた財務諸表は、国際財務報告基準に従って且つ 2001 年会社法の要求を遵守して、2007 年

3 月 31 日現在の財務状況及び同日に終了した事業年度の業績、株主勘定変動状況並びにキ

ャッシュフローを真正且つ公正に表示していると認められる。 

 

その他の事項 

 

本監査報告書は、2001 年会社法 205 節に従って、集団としての当会社の株主のためにのみ

作成されたものです。当監査法人による監査は、当監査法人が監査報告書において表明す

ることを要求されている事項を、当会社の株主に対して表明するために行われたもので、

他の目的をもって行われたものではない。法律上許容される範囲内において、監査作業、

本報告又は当監査法人が形成した意見に関して、当会社及び当会社の株主以外の何人に対

しても責任を負うものではない。 

 

法的必要事項に関する報告 

 

2001 年会社法の要求するところに従って、当監査法人は以下の通り報告する。 

・ 当監査法人は監査法人としての資格並びに通常の業務上行う商業ベースの取引を除い

て、当会社と関係は無く又は当会社に対して利害関係を持つものではない。 

・ 当監査法人は、当監査法人が要求した全ての情報を入手し且つ説明を受けた、及び 

・ 当監査法人の見解によれば、当監査法人の記録の調査において判明する限りにおいて、

適切な会計上の記録が当会社により保管されていたと認められる。 

 

 

ERNST & YOUNG                                   DARIL CSIMADIA C.A. (S.A.) 

Port Louis,                                           Signing Partner 

Mauritius 

 

 

日付 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

2007 年 3 月 31 日現在貸借対照表           （当財務諸表内における 6 ページ） 

  2007 年 3 月 31 日現在

 注 日本円

資産  

 売買目的投資 5 27,592,904,146

 流動資産  

  売掛金及びその他未収金 6 23,471,514

  手許現預金 7 6,017,203,141

 流動資産計  6,040,674,655

 総資産計  33,633,578,801

  

株主資本及び負債  

 資本金及び準備金  

  資本金 8 3,549,140,096

  株式プレミアム 9 30,962,959,904

  再評価準備金   ( 1,491,929,118)

  当期純損失  (1,343,559)

株主資本及び準備金計  33,018,827,323

 流動負債  

   買掛金及びその他未払金 10  614,751,478

株主資本及び負債計  33,633,578,801

取締役会において 2007 年 6 月 11 日に承認されました。 

 

取締役氏名                       署名 

 

 

 

 

 

 

（当財務諸表内における）10ページから 22ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。 

監査人報告書は（当財務諸表内における）4 ページと 5 ページに掲載されています。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

損益計算書                                       （当財務諸表内における 7 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

  2006 年 11 月 17 日から 

2007 年 3 月 31 日までの

事業年度 

 注 日本円

収入  

 配当収入 2（ⅰ） 46,402,866

収入計  46,402,866

費用  

 事務管理費用  2,728,976

 マネジメント手数料  38,633,207

 組織費用(Organization Costs)  9,118,118

 DB Mumbai ポートフォリオ手数料  1,482,059

 監査手数料  942,486

 登記手数料  6,536

 費用計  52,911,382

税引前営業損失  (6,508,516)

外国為替取引評価益  5,164,957

税引前当期純損失  (1,343,559)

法人税 11 0

当期純損失  (1,343,559)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当財務諸表内における）10ページから 22ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。 

監査人報告書は（当財務諸表内における）4 ページと 5 ページに掲載されています。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

株主勘定変動計算書                              （当財務諸表内における 8 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

                              

 

 資本金 株式プレミアム 再評価準備金 当期純損失 合計 

株 式 の

発行 

3,549,140,096 30,962,959,904  34,512,100,000

再 評 価

準備金 

 (1,491,929,118)  (1,491,929,118)

当 期 純

損失 

 (1,343,559) (1,343,559)

2007 年 3

月 31 日

現 在 残

高 

3,549,140,096 30,962,959,904 (1,491,929,118) (1,343,559) 33,018,827,323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当財務諸表内における）10ページから 22ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。 

監査人報告書は（当財務諸表内における）4 ページと 5 ページに掲載されています。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

キャッシュフロー計算書                         （当財務諸表内における 9 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

 

 2006 年 11 月 17 日から 

2007 年 3 月 31 日までの

事業年度 

 日本円

営業活動によるキャッシュフロー 

  税引前当期純損失 (1,343,559)

  配当収入調整 (23,031,352)

運転資本変動前営業活動によるキャッシュフロー (24,374,911)

 売掛金及びその他未収金増加 (23,471,514)

 買掛金及びその他未払金増加 614,751,478

 営業活動による純キャッシュフロー 566,905,053

投資活動によるキャッシュフロー 

  投資物件取得 (29,084,833,264)

 配当受取収入 (23,031,352)

 投資活動において使用された純キャッシュフロー (29,061,801,912)

財務活動によるキャッシュフロー 

 株式発行 34,512,100,000

  財務活動による純キャッシュフロー 34,512,100,000

現金及び現金同等物の増加額 6,017,203,141

現金及び現金同等物の期末残高 6,017,203,141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当財務諸表内における）10ページから 22ページの注記は本財務諸表の一部を構成します。 

監査人報告書は（当財務諸表内における）4 ページと 5 ページに掲載されています。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

財務諸表注記事項                                  （当財務諸表内における 10 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

１． 一般情報 

  当会社は、モーリシャス共和国において、2006 年 11 月 17 日に非上場の株式会社とし

て設立されました。当会社は、UTI International Limited の完全子会社であります。当会

社の主要な業務は投資保有であります。 

 

２． 重要な会計処理基準の要約 

財務諸表の作成にあたって適用された主要な会計処理基準は以下の通りであります。

他に異なる記載が無い限りは、この原則が一貫して適用されております。 

 

(a)  基準遵守に関する表明 

財務諸表は、国際会計基準審議会(IASB)が発表した国際財務報告基準(IFRS)並びに

IASB の解釈指針委員会(SIC)が発表した解釈指針に従って作成されております。国際財

務報告基準に基づいた財務諸表の作成においては、経営者は財務諸表の日付における

報告された資産及び負債の金額ならびに当該事業年度における報告された収入と費用

に影響を与える見積を行い且つ前提を策定することを義務付けられております。実際

の結果はこの評価と異なることが有り得ます。 

 

(b) 作成基準 

   財務諸表は、売買目的有価証券について時価法が採用されている以外は、原価法によ

り国際財務報告基準に準拠して作成されております。 

 

(c) 金融商品 

  貸借対照表上表示されている金融商品には、売買目的有価証券、売掛金及びその他未

収金、現金及び現金同等物並びに買掛金及びその他未払金が含まれます。個別の認識

方法については、各項目に関連する個別の基準の説明において開示されております。 

 

(d) 売買目的有価証券 

  売買目的有価証券として分類される投資対象は、保有期間を定めずに保有することが

意図された投資対象で、流動性の必要性、金利変動、為替変動又は株価の変動に応じ

て、売却される可能性がある投資対象であります。 

                  （本項（当財務諸表内における）次ページに続く） 
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売買目的有価証券は、当初は、取引コストを含めた原価により認識されます。その後

は、価格が提示される投資対象は、提示されたビッド（買い）サイドの提示価格に基

づく時価により評価されております。当該時点におけるビッドサイドの提示価格を入

手できない場合には、直近の取引価格が使用されております。投資対象の時価の変動

により発生する損益は、発生時点において、株主資本（有価証券評価差額金）におい

て認識されております。投資対象に対して生じた為替変動損益は、発生した時点にお

いて、損益計算書において認識されております。 

 

  投資対象が処分又は価値が減損された場合には、関連する累積時価調整が投資損益と

して損益計算書に表示されます。 

 

    投資取引は、約定日基準により経理処理されております。投資対象の実現損益は、損

益計算書において認識されております。投資対象のコストは、加重平均コストを基準

として決定されております。 

 

(e)  売掛金及びその他未収金 

売掛金及びその他未収金は、その名目価値から、取消し不能な見積価格の引当金を控

除して表示されております。会社が債権を回収不能と考える客観的証拠がある場合に

は、引当金が計上されます。不良債権が認識された場合には償却されます。 

 

(f) 買掛金及びその他未払金 

買掛金及びその他未払金は、合理的範囲内において時価に近い金額である名目価格に

より表示されております。 

 

(g) 資産の減損処理 

  当会社の資産の計上価格は、各貸借対照表の日付において見直され、減損処理の必要

性の有無が決定されます。当該条件が存在する場合には、回復可能な資産価格の見積

を行います。回収可能な金額を超える計上金額は、資産の減損が認識された事業年度

に、損益計算書において認識されます。 
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(h) 現金及び現金同等物 

現金は銀行に預金されている現金であります。現金同等物は短期の流動性が極めて高い

投資対象で、あらかじめ予想される金額が確実に返還され、価値の変動リスクが殆どな

い投資対象であります。 

 

(i) 収入の認識 

収入は以下により認識されております。 

  金利収入：回収可能性に疑義が無い限り、発生ベースにより認識。 

  配当収入：配当支払を受ける株主の権利が確定した場合に認識。 

 

(j) 利害関係当事者 

利害関係当事者は、利害関係当事者又は当会社が、相手方当事者を直接又は間接的に支

配する力を保有し又は財務上及び業務上の意思決定に当って重要な影響力を行使する

ことができる個人もしくは会社であります。 

 

(k) 外国為替取引 

機能通貨と報告通貨 

当会社の財務諸表に含まれる項目は、当該取引が行われた主要な経済環境における通貨

を使用して算定されております（「機能通貨」）。当会社の財務諸表は、日本円により表

示されており、日本円が当会社の機能通貨であります。 

 

取引と残高 

外国為替取引は取引日における為替レートにより会計処理されております。外国通貨に

より表示されている金銭的資産及び負債は年度末の為替レ－トにより再評価され、外国

為替レート変動による差額は損益計算書において会計処理されております。外貨建てで

表示され、時価評価されている資産と負債は、時価が決定された日の為替レートにより

換算されております。 

 

(l) 繰延税金 

全ての資産及び負債の課税上の基礎となる金額と金融商品会計上の計上金額との一時

的な差額については、繰延税金が負債法を適用して計上されます。繰延税金の決定に当

っては、現在適用されている税率が適用されます。 

                 （本項（当財務諸表内における）次ページに続く） 
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繰越された未使用の税務上の損失に関連する繰延税金資産は、未使用の税務上の損失が

使用される対象となる将来の課税所得が見込める可能性がある限りにおいて認識され

ます。 

 

３． 効力が未だ発生していない重要な会計基準 

財務諸表に関する承認日において、以下の基準と解釈指針については検討中でありま

すが、未だ効力を発生しておりません。これらの基準と解釈指針は、該当する場合に

は、基準と解釈指針が有効となった期において適用されます。 

 

IFRS 7 金融商品：開示 

2007 年 1 月 1 日効力発生。この基準は、財務諸表の利用者が、会社の財務状況及び業

績に対する金融商品の重要性、及び当該期及び財務諸表報告日現在における会社が保

有している金融商品から発生するリスクの大きさ、並びに会社の当該リスクの管理方

法に関する評価が可能になるように、会社に対してその財務諸表上に開示することを

義務付けております。 

 

IFRIC 8 IFRS 2 の範囲 

2006 年 5 月 1 日効力発生。本基準はエクイティー金融商品の発行に関連する取引の対

価(consideration)を義務付けております。当会社は 2007 年 1 月 1 日より IFRIC 8 を適用

しますが、この適用は当会社の勘定には何等影響を及ぼさないものと思われます。 

 

IFDIC 10 中間欠損と減損 

2006 年 11 月 1 日効力発生。本基準は、中間決算において認識されたのれん、エクイテ

ィー金融商品に対する投資及び原価法計上の金融資産投資の減損損失を、次の貸借対

照表報告日に戻し入れることを禁止しております。当会社は 2007 年 1 月 1 日から IFRIC 

8 を適用しますが、この適用は当会社の勘定に対しては何等影響を及ぼさないものと思

われます。 

   

  IFRIC 7 IAS 29（超インフレ経済下における財務報告）に基づいて修正方式(restatement 

approach)を適用すること。 

  2006 年 3 月 1 日効力発生。当会社の機能通貨は超インフレ経済下にある国の通貨では

ないため、この基準は当会社には該当しません。 
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４． 重要な会計上の判断と見積の不確実性の主な原因 

  当会社の会計基準を適用する際の重要な会計上の判断 

  注 2 に記載された当会社の会計基準を適用する過程で、当会社の取締役は、財務諸表

において認識されている金額に最も重大な影響を与える以下の判断を行いました。 

 

  機能通貨の決定 

  取引の経理処理とその取引から発生した為替差損益は、選択された機能通貨に依存す

るため、当会社の機能通貨の選択は極めて重要であります。注 2 に記載されている通

り、当会社の取締役は注 2 記載の要素を考慮し、当会社の機能通貨を日本円と決定し

ました。 

 

５． 投資 

   

提示価格 2007 年

 日本円

3 月 31 日現在原価 29,084,833,264

評価差損 (1,491,929,118)

3 月 31 日現在時価 27,592,904,146

 

     投資物件はボンベイ（ムンバイ）証券取引所上場の株式であります。 

銘柄 株数 2007年 3月 31日市

場価格評価額（日

本円） 

資産（ネッ

ト）に対する

市場価格構

成比(%) 

インドにおける上場会社（通貨 INR）  

自動車と自動車部品  

  Amtek Auto 625,322 623,040,420 1.89

  Bajaj Auto 62,000 406,426,757 1.23

  Mahindra & Mahindra 458,015 965,730,817 2.92

  Tata Motors Ltd. 400,850 788,428,615 2.39

  （小計） 2,783,626,609 8.43

                                   （本表（当財務諸表内における）次ページ表に続く） 
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銘柄 株数 2007年 3月 31日市

場価格評価額（日

本円） 

資産（ネッ

ト）に対する

市場価格構

成比(%) 

化学  

 Cipla Ltd. 1,261,000 803,291,081 2.43

  （小計） 803,291,081 2.43

消費財  

 Alps Industries 470,898 69,743,812 0.21

  Bombay Rayon Fashions Ltd 1,129,411 488,393,946 1.48

  Deccan Chronicle Hldgs Ltd 664,395 278,596,984 0.84

  Sun Pharmaceuticals 80,847 230,304,697 0.70

  （小計） 1,067,039,439 3.23

情報通信技術  

 Bartronics India Limited 569,058 168,948,706 0.51

  Bharti Airtel Limited 55,000 113,448,649 0.34

  Geodesic Information Systems 497,890 314,141,677 0.95

  ICSA India Ltd 228,566 662,717,851 2.01

  Infosys Technologies Ltd 354,500 1,928,288,378 5.84

  Infotech Enterprises Limited 607,705 594,647,555 1.80

  Paramount Communications 2,866,804 221,983,607 0.67

  Reliance Communication Ltd 1,515,000 1,719,729,730 5.21

  Satyam Computer 1,030,100 1,308,783,811 3.96

  Tulip IT Services Ltd 325,248 565,404,091 1.71

  Tata Consultancy Service Ltd 349,500 1,162,984,865 3.52

  （小計） 8,761,078,920 26.52

                 （本項（当財務諸表内における）次ページに続く） 
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銘柄 株数 2007年 3月 31日市

場価格評価額（日

本円） 

資産（ネッ

ト）に対する

市場価格構

成比(%) 

電子及び電機  

 Havell’s India 371,161 437,869,666 1.33

  Opto Circuit (India) Ltd 90,000 72,364,865 0.22

  （小計） 510,234,531 1.55

金属及び工業製品  

 Ahmednagar Forgings Ltd 712,031 458,682,673 1.39

  Bharat Heavy Electricals 224,475 1,371,572,584 4.15

  Elecon Engineering Co Ltd 318,124 335,276,902 1.02

  Emco Ltd 261,890 584,545,558 1.77

  Everest Kanto Cylinder Ltd 158,372 353,105,355 1.07

  Jyoti Structures 648,242 296,877,316 0.90

  Kei Industries Ltd 311,848 56,680,481 0.17

  Larsen & Tourbo 199,310 872,196,720 2.64

  Maharashtra Seamless Ltd 469,000 646,142,568 1.96

  Man Industries (India) Ltd 191,344 101,593,321 0.31

  Nagarjuna Construction 1,055,000 457,784,459 1.39

  （小計） 5,534,457,937 16.77

電力及びガス  

Kalapataru Power Transmission 

Limited 

220,356 647,995,529 1.96

  Reliance Industries Ltd 480,550 1,777,190,790 5.38

  Suzlon Energy Limited 309,000 836,763,649 2.53

  （小計） 3,261,949,968 9.87

                                  （本項（当財務諸表内における）次ページに続く） 
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銘柄 株数 2007年 3月 31日市

場価格評価額（日

本円） 

資産（ネッ

ト）に対する

市場価格構

成比(%) 

その他  

 ABB Ltd 117,657 1,129,189,208 3.42

  Ambuja Cements Ltd 1,870,000 539,267,568 1.63

  HDPC Bank Ltd 428,765 1,100,187,813 3.33

  Maruti Udyog Ltd 364,546 807,617,179 2.44

  Siemens Ltd 215,731 635,910,852 1.93

  UTI Bank 497,500 659,053,041 2.00

  （小計） 4,871,225,661 14.75

投資額総計 27,592,904,146 83.56

 

６． 売掛金及びその他未収金 

   

 2007 年度 

（日本円） 

未収配当金 23,371,514

UTI International Ltd 宛発行済議決権付株式代金未払分 100,000

合計 23,471,514

 

７． 現金及び現金同等物 

 

 2007 年度 

（日本円） 

ドイツ銀行モーリシャス 300,000,000

ドイツ銀行ムンバイ 5,717,203,141

合計 6,017,203,141
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８． 資本金 

 

授権資本 2007 年度 

（日本円） 

議決権付株式(management shares) 1,000 株、額面 100 円 100,000

参加株式(participating shares) 1,000,000,000 株、額面 100 円 100,000,000,000

合計 100,000,100,000

 

発行全額払込済株式 2007 年度 

（日本円） 

議決権付株式 1,000 株、額面 100 円 100,000

参加株式 35,490,400.957 株、額面 100 円 3,549,040,096

合計 3,549,140,096

 

株式に付帯している権利は以下の通りであります。 

   ・当会社の議決権付株式所有者は、保有する議決権付株式 1 株につき 1 個の議決権

を有するものとされております。 

   ・議決権付株式については、全てのファンドに起因する配当又は資産の剰余金の配

分を受ける資格を持たないものとし、又償還もしくは買戻しが行われないものと

し、当会社の整理又は解散の場合又は資本の配分の際に、当会社の一般資産に対

して同順位によって参加する権利のみを有するものとされております。当会社の

一般資産は議決権付株式の保有者の間でのみ、比例按分により配分されるものと

し、当該支払は保有する議決権付き株式数に実務的に近似して比例する割合で行

われるものとされております。 

   ・参加株式の所有者は議決権以外の権利を保有しております。 

   ・配当は、取締役会が適切と考える時期及び金額により、取締役会により承認され

支払の宣言が行われるものとされております。 
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９．株式プレミアム 

   

 2007 年度（日本円） 

参加株式発行時点における株式プレミアム 30,962,959,904

 

  償還可能参加株式の額面金額と発行価格の差額は、株式プレミアム勘定により処理さ

れ、同勘定は分配不能な準備金勘定であります。その代わり、株式プレミアムは償還

可能参加株式の償還の際には減額されます。 

 

１０．買掛金及びその他未払金 

 

 2007 年度（日本円） 

管理及び評価費用未払金 2,728,976

監査費用未払金 942,486

マネジメント手数料未払金 17,102,345

組成コスト未払金 9,118,118

DB ムンバイポートフォリオ手数料未払金 1,482,059

登記費用未払金 6,536

売買費用未払金 583,370,958

合計 614,751,478

 

１１． 課税 

当会社は、2001 年金融サービス振興法(Financial Services Development Act)の目的上、カ

テゴリー1 国際事業免許を受けた会社であります。税務の目的上、当会社はモーリシャ

スの法人税 15％の課税を受けます。 

 

但し、当会社は、支払った外国の税金及び海外を源泉とする利益に対するモーリシャ

スの税金の 80％のいずれか多い方の金額に相当する税額控除を受ける権利があります。 

 

2004 年銀行法により全ての銀行からのコールマネー又は銀行に対する預金は非課税で

あり、又モーリシャスにおいては、キャピタルゲインに対する課税は存在しません。 

 

調査事業年度中において、法人税債務は発生しておりません。 
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１２． 金融商品 

時価 

現金及び現金同等物、売掛金その他未収金及び買掛金その他未払金の計上金額は、そ

の時価に略等しいものであります。 

 

関連リスク 

当会社の投資活動は、金融商品と当会社が投資を行う市場の各種のリスクに晒されて

おります。以下は主要なリスクの要約であります。 

 

市場リスク 

市場リスクは金融商品の市場価値の変動により発生する可能性がある潜在的な損失で

あります。当会社の市場リスクは、金利、外国為替及び市場の変動率等の多くの要素

により決定されます。当会社はその投資業務を、市場の下落に対するエクスポージャ

ーを限定しながら、市場における潜在的な値上がりの可能性を追求する方法により行

っております。 

 

信用リスク 

信用リスクは、相手方当事者が当会社に対する債務の条件に従った履行を怠った場合

に当会社が被る潜在的な損失であります。当会社は、信用力の高い且つ評判の良い会

社を通じて取引を行うことにより、その信用リスクを限定しております。貸借対照表

の日付において、信用リスクの大きな集中は有りません。信用リスクの最大金額は、

貸借対照表における各金融資産の計上金額であります。 

 

流動性リスク 

当会社は十分な現金と市場性のある有価証券を保有し、当会社が購入及び償還の決済

を行うことが出来る流動性を管理しております。 

 

通貨リスク 

当会社はインドルピー建株式に投資を行っております。従って、日本円の対インドル

ピー為替レートの変動が、報告されたインドルピー建の当会社の資産及び負債の価値

に重大な影響を与えるというリスクに晒されております。 

                （本項（当財務諸表内における）次ページに続く） 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

財務諸表注記事項                                  （当財務諸表内における 21 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

（（当財務諸表内における）前ページから続く） 

当会社の金融資産及び負債の通貨別概要は、以下の通り要約されます。 

 

 金融資産 

2007 年度（日本円） 

金融負債 

2007 年度（日本円）

インドルピー 33,333,478,801 606,685,092

米ドル 0 7,228,462

英国ポンド 0 837,924

日本円 300,100,000 0

合計 33,633,578,801 614,751,478

 

集中リスク（コンセントレーション・リスク） 

2007 年 3 月 31 日現在、当会社のネットベース資産の大部分は、インド企業に対する投

資により構成されており、この投資には他の国に対する投資には通常起こらない問題

とリスクが含まれております。インドの将来の経済的又政治的な展開が、当会社の投

資先企業の有価証券の流動性及び/又は価値に影響を与える可能性があります。 

 

金利リスク 

当会社の金融資産及び負債の大半は有利子ではなく、従って当会社は現在の市場水準

における金利変動による大きなリスクを負っておりません。 

 

１３．機能及び報告通貨 

当会社は、2001 年会社法並びに 2001 年金融サービス振興法に基づくカテゴリー１国際

事業免許を取得しており、当会社はモーリシャスルピー以外の通貨によりその事業を

行うことを義務付けられております。当会社は国際的な環境下において事業を行い又

その取引の大半を外貨建てにより行うため、機能通貨として日本円を使用することを

選択しました。 
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新生・UTI インドファンド（モーリシャス）株式会社 

財務諸表注記事項                                （当財務諸表内における 22 ページ） 

2006 年 11 月 17 日（設立日）から 2007 年 3 月 31 日までの事業年度            

 

１４．利害関係当事者との間の取引 

2007 年 3 月 31 日に終了した事業年度において、当会社は利害関係当事者との間におけ

る取引を行っております。利害関係当事者との間の取引の性格、数量並びにその残高

は以下の通りであります。 

 

UTI Investment Management Company (Mauritius) Limited に対する支払手数料 

   

 2007 年度金融債務 

（日本円） 

損益計算書費用計上金額 38,633,207

当該事業年度中支払金額 (21,530,862)

2007 年 3 月 31 日未払残高 17,102,345

 

１５．持株会社並びに究極の持株会社(Ultimate Holding Company) 

  

 当会社の持株会社及び究極の持株会社は、日本トラスティ・サービス信託銀行の証券

投資ファンドとして登録されたファンド・オブ・ファンズであり、日本の金融庁の監

督下にある、新生・UTI インドファンド（Shinsei UTI India Fund）であります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

－ 39 － 

２【ファンドの現況】 

以下のファンドの現況は平成 19 年７月 31 日現在です。 

＜新生・UTI インドファンド＞ 

【純資産額計算書】 

Ⅰ 資産総額 51,397,890,730 円 

Ⅱ 負債総額 628,580,760 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 50,769,309,970 円 

Ⅳ 発行済数量 43,324,112,786 口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1718 円 

 

（参考）新生 ショートターム・マザーファンド 

 純資産額計算書 

Ⅰ 資産総額 300,777,494 円 

Ⅱ 負債総額 0 円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ-Ⅱ） 300,777,494 円 

Ⅳ 発行済数量 299,870,085 口 

Ⅴ 1 口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0030 円 

  

第５【設定及び解約の実績】 

   設定数量（口数） 解約数量（口数） 

第１期（中間期） 45,242,405,703 3,712,883,037 

（注）第 1 期の設定数量（口数）は、当初設定数量（口数）を含みます。 
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